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議 案 番 号      議  案  名 
議 決 

年月日 

議決の 

結 果 

報 告 第１号 専決処分について（北播磨総合医療セン

ター企業団病院事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定につい

て） 

H29.9.5 承 認 

第 ９ 号議案 北播磨総合医療センター企業団の一般職

の職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

H29.9.5 可 決 

第１０号議案 平成２９年度北播磨総合医療センター企

業団病院事業会計補正予算（第１号）に

ついて 

H29.9.5 可 決 

第１１号議案 平成２８年度北播磨総合医療センター企

業団病院事業会計決算の認定について 
H29.9.5 可 決 



第１６回（平成２９年９月） 

北播磨総合医療センター企業団議会定例会会議録 

 

◇ 第１６回北播磨総合医療センター企業団議会定例会議事日程及び会議に付

した事件 

  平成２９年９月５日（火）午後２時開会 

第１ 仮議席の指定について 

第２ 北播磨総合医療センター企業団議会副議長選挙について 

追加 議長の辞職許可の件 

追加 北播磨総合医療センター企業団議会議長選挙について 

第３ 議席の指定について 

第４ 会議録署名議員の指名について 

第５ 会期の決定について 

第６ 報 告 第 １ 号  専決処分について（北播磨総合医療センター企業団病

院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について） 

第７ 第 ９ 号 議 案  北播磨総合医療センター企業団の一般職の職員の退

職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第８ 第１０号議案  平成２９年度北播磨総合医療センター企業団病院事

業会計補正予算（第１号）について 

第９ 第１１号議案  平成２８年度北播磨総合医療センター企業団病院事

業会計決算の認定について 

 

◇ 出席議員 

１番 中 尾 司 郎  ２番 竹 内  修 

３番 堀   元 子  ４番 小 林 千津子 

５番 松 原 久美子  ６番 山 本 悟 朗 

７番 草 間  透  ８番 河 島 三 奈 

９番 吉 田 克 典  10 番 久 後 淳 司 

 

◇ 欠席議員（なし） 

     

 

 



◇ 説明のため出席した者 

企業長 蓬 萊  務  副企業長 仲 田 一 彦 

理事 松 井  誠  管理部長 藤 井  大 

管理部参与 平 田 和 也    

 

◇ 職務のため出席した議会事務局職員 

事務局長 田 中 一 樹  主査 藤 井 伸 晶 

主査 森 田 眞 規    



◇ 議 事 

＜開会＞ 午後２時 

○議長（中尾司郎） 

 開会に先立ち、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、ここに第１６回北播磨総合医療センター企業団議会定例会が招集さ

れましたところ、議員各位には公私何かとご多用の中、ご参集を賜り、ここ

に開会の運びに至りましたことは、誠にご同慶にたえない次第でありまして、

各位のご精励に対しまして、深く敬意を表するところであります。 

 さて、今期定例会に付議されます案件は、専決処分についての報告事項１

件と「北播磨総合医療センター企業団の一般職の職員の退職手当に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」、「平成２９年度北播磨総合医療セ

ンター企業団病院事業会計補正予算（第１号）」及び「平成２８年度北播磨総

合医療センター企業団病院事業会計決算の認定について」の計４件の議案で

ございます。 

 議員各位におかれましては、何とぞご精励を賜りまして、慎重にご審議の

上、適切、妥当な結論が得られますようお願い申し上げ、開会のご挨拶とさ

せていただきます。 

＜企業長 挨拶＞ 

○議長（中尾司郎） 

 この際、蓬萊企業長のご挨拶がございます。 

 蓬萊企業長。 

○企業長（蓬萊務） 

 皆さん、こんにちは。第１６回北播磨総合医療センター企業団議会定例会

の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆さん方におかれましては、公私ご多用の中、お繰り合わせの上ご

出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 先日８月２６日の神戸新聞におきまして、開業以来初の黒字というタイト

ルで北播磨総合医療センターの２０１６年度決算が報告されたことは記憶に

新しいところでありますが、この記事の真の価値というのは次の２点にある

と考えております。まず１つは、文字どおり開院わずか４年目で黒字化を達

成し経営基盤を確立させたこと。病院経営における黒字には両市からの繰入

金が大きく影響するわけでありますが、当医療センターの繰入金は、ここが

ポイントなのですけども、国の定めによる繰出基準に沿ったものでありまし

て、赤字補塡のための繰入れではないということを十分ご承知おきいただき

たいと思います。 



 そして、近隣病院の繰入状況を見ますと、加西病院が単独で１１.５億円、

西脇病院が１０億円、一時１３億円という時代もありましたけども１０億円

と、１市で１０億円を超える繰入れを行っております。また、加東市民病院

も、これは、規模は小さく縮小したわけでありますが、それでも５.８億円の

繰入れとなっております。いずれもそれぞれの市が単独で繰入れを出してい

るということであります。 

 当医療センターは、三木市、小野市で１７億円の繰入れを行っており、１

ベッド当たりの繰入金は３８６万円であります。北播磨の３公立病院の加重

平均とほぼ同じ金額となりますが、全国の同規模の類似黒字病院が１床当た

り４０７万円の繰入れとなっていることからも、決して多額の繰入れを受け

ているものではないという中で達成したという事実があることであります。 

 よく言われますのは、黒字と言ったって市それぞれから繰入金を出してや

って、まあ数字合わせじゃないかということをよく言われるのですけども、

その誤解がやはり市民の中にもあるのですけども、そうじゃなくて、法に定

められた拠出をしておるということと、両市でその繰入金が過大に出されて

いるかどうかではなくて、先ほど申し上げましたように、全国の類似団体、

それに同じような病床数のところと比べても、それよりもまだよい結果とな

っているということは、前の議会のときにもそういう話をさせていただいた

ですけども、我々、めったに議会が開かれないものですから、こういう機会

に認識をまず合わしていただきたいと、こう思うところであります。 

 そして、もう１つでありますが、マグネットホスピタルを具現化する中で

達成したということであります。開業前には、新臨床研修制度の開始により

生じた医師の偏在とか地方での医師不足というのが原因で地域医療が崩壊の

危機にさらされておりました。この危機をチャンスと捉え、全国に先駆けて

病院統合に踏み切り、今や１４０名の医師を確保し、身近に最先端の医療を

受けられる体制を整えたということであります。 

 このように当医療センターの経営基盤が一定の安定を得るに至った現在に

おいてなすべきことは何か。それは、もう一度原点に立ち返ることでありま

す。このたびの統合は、単に２つの病院が統合するというだけではなくて、

当初、その理念を申し上げましたけども、２０年先、そして３０年先を見据

えて次世代に引き継ぐべき地域医療を守るという崇高な精神に基づく統合で

あるとともに、新たな創造と変革へのチャレンジでもあります。このことを

再確認し、いわゆるマグネットホスピタルを地域とともに築き、理想の医療

を提供するという基本理念のもとに北播磨の中核病院として当医療センター

がその機能を果たし、より質の高い地域医療を確保するために、三木市と小



野市、それが、企業団が一丸となって高度で安心・安全な医療の提供に取り

組んでまいりますと、そういうことであります。 

 また、急速な高齢化によりまして今後ますます医療やあるいは介護の需要

が増大するために、限られた医療、介護資源を適正かつ有効に活用しなけれ

ばなりません。医療分野では、県が昨年策定いたしました地域医療構想に基

づきまして、医療の機能の分化、連携によりまして住民が住み慣れた地域で

必要な医療が受けられる地域完結型医療の提供の体制整備が進められ、当セ

ンターの役割がより重要となってまいります。 

 そのような中で、平成３０年度には新専門医制度の運用が開始されますが、

一部ではこの影響により医師の偏在等が進み、再び地域医療崩壊の危機にさ

らされるのではないかとの声も出ている状況にあります。当医療センターと

しては、この危機にいち早く対応して理想の医療を提供し続けるよう邁進し

ていかなければなりません。 

 先般も、兵庫県市町会の会長として知事あるいは、昨日でありますが、県

議会の議長等にも要望を出す中の１つに、市町会としての重要な要望の１つ

として医師の確保というような、これは何も我々だけが医師の確保ができて

いるからほかはせんでいいとか、市町会代表として、本当に今大変な時期に

あります。県立病院も医師の確保に大変苦慮しておりますので、そういう具

合に比較論でありますが、先ほど来申し上げましたようなことからしますと、

当病院というのは、ある意味では、結果として統合という名によって医師の

確保が当初予想されていたよりも順調に進んでいるということ、それが結果

としてこの医療のここの病院の損益を安定させ、かつこの地域の安全・安心

な医療を提供するということのストーリーになると、それが当初の目的であ

ったわけでありますけども、その目的に沿って今現在進んでいるということ

もご承知おきいただきたいと、こう思うところであります。 

 本日の議案の中には、そのための医師宿舎建設に向けた、なぜか、医師宿

舎建設、それだけ研修医等が、私たちがなかなか頼んでも研修医は来てくれ

ません。そういう中で、この病院を目指してここで研修したいという人たち

がたくさん来るのでこの機を逃してはならないと、いわゆる言われてからや

るのではない、言われる前にやるという後手から先手管理のそういう戦略で

もって、それを受入れる体制をつくろうというのが今回提案させていただき

ます医師宿舎建設に向けた補正予算をということであります。 

 議員の皆さん方におかれましては、理想の医療の提供に向けたチャレンジ

に対して一層のご支援を賜りますよう、そして、この病院は何ゆえ２つの市

が統合したのかというその理念をしっかりと押さえて、その上でご協力を賜



りますことを申し上げ、開会のご挨拶といたします。よろしくお願いいたし

ます。 

＜開議＞ 

○議長（中尾司郎） 

 これより、本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 企業長から資金不足比率報告書、病院事業会計予算繰越報告書及び債権放

棄報告書、また、監査委員から月例出納検査結果報告書の提出がありました。

これらの写しを既にお手元に配布をいたしておりますので、ご清覧をお願い

いたします。 

 次に、その他の報告については、議会事務局長からご報告いたします。 

○議会事務局長（田中一樹） 

 ご報告いたします。 

 現在の出席議員は１０名であります。 

 次に、今期定例会に提出されます議案並びに本日の議事日程表は、既にお

手元に配布いたしましたとおりでございます。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定によりまして、説明のため今期定例会

に出席を求めました者の職・氏名は、お手元にプリントにて配布いたしてお

りますので、朗読を省略させていただきます。 

 報告事項は以上でございます。 

＜日程第１ 仮議席の指定について＞ 

○議長（中尾司郎） 

 これより日程に入ります。 

 日程第１、仮議席の指定についてであります。 

 議事の進行上、仮議席を指定いたします。仮議席は、ただいまご着席の議

席を仮議席として指定いたします。 

＜日程第２ 北播磨総合医療センター企業団議会副議長選挙について＞ 

○議長（中尾司郎） 

 日程第２、北播磨総合医療センター企業団議会副議長選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第

２項の規定により、指名推選により行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長（中尾司郎） 

 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定



いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにいたし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長（中尾司郎） 

 ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。 

 それでは、北播磨総合医療センター企業団議会副議長に６番 山本悟朗議

員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしました山本悟朗議員を当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長（中尾司郎） 

 ご異議なしと認めます。よって、山本悟朗議員が当選されました。この宣

告をもって当選通知にかえます。 

 ただいま副議長に当選されました山本悟朗議員から、就任のご挨拶がござ

います。 

＜副議長 山本悟朗議員 挨拶＞ 

○副議長（山本悟朗） 

 副議長就任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたび、議員各位のご推挙によりまして、不肖、私が北播磨総合医療セ

ンター企業団議会副議長の要職につくことになりましたことは、この上もな

く光栄に存じますとともに、議員各位に対しまして心から厚くお礼を申し上

げる次第でございます。 

 もとより微力ではございますが、企業団議会の充実と円滑な運営のため全

力を傾注する所存でありますので、議員各位の一層のご指導とご支援をお願

い申し上げるものでございます。 

 また、企業長をはじめ関係の皆様方には何かとお世話になることと存じま

すが、格別のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、就任

のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中尾司郎） 

 それでは、この際、暫時休憩します。議員の皆様は自席にてお待ちくださ

い。 

   【暫時休憩】 

   【中尾司郎議員 退場】 

○議長職務代理者（山本悟朗） 



 ただいまから会議を再開します。 

＜追加 議長の辞職許可の件＞ 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 この際、ご報告申し上げます。先ほど中尾司郎議員から、本日付けをもっ

て一身上の都合により議長を辞職したい旨、辞職願が提出されました。 

 お諮りいたします。議長辞職の件を本日の日程に追加し、直ちに議題とす

ることにご異議ありませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 ご異議なしと認めます。 

 お諮りします。地方自治法第１０８条の規定に基づき、中尾司郎議員の議

長辞職を許可することにご異議ありませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 ご異議なしと認めます。よって、中尾司郎議員の議長辞職を許可すること

に決定いたしました。 

   【中尾司郎議員 入場】 

＜前議長 中尾司郎議員 挨拶＞ 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 この際、前議長、中尾司郎議員から辞職のご挨拶があります。 

○前議長（中尾司郎） 

 議長を辞職するに当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 昨年９月に開催されました第１４回定例会におきまして、皆様方の温かい

ご支援とご推挙をいただき、企業団議会議長の要職につかしていただきまし

た。在任期間中は、副議長をはじめ同僚議員、そして企業長並びに関係各位

に格別のご支援とご協力をいただきました。おかげをもちまして大過なくそ

の職を務めることができました。ここに謹んで厚くお礼を申し上げる次第で

ございます。 

 今後は、議員の一員として引き続き北播磨総合医療センターの発展と地域

医療の向上に力を注いでまいる所存でございますので、今後とも一層のご指

導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。 

 甚だ簡単ではございますが、皆様方へのお礼のご挨拶とさせていただきま

す。本当にありがとうございました。 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 議員の挨拶は終わりました。 



＜追加 北播磨総合医療センター企業団議会議長選挙について＞ 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 中尾司郎議員の議長辞職に伴い、欠員となりました議長の選挙を本日の日

程に追加したいと思います。これにご異議ありませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 ご異議なしと認めます。よって、議長の選挙を本日の日程に追加し、直ち

に選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第

２項の規定により、指名推選により行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定

いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長職務代理者が指名するこ

とにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 ご異議なしと認めます。よって、議長職務代理者が指名することに決定い

たしました。 

 それでは、北播磨総合医療センター企業団議会議長に７番 草間透議員を

指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長職務代理者が指名いたしました草間透議

員を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 ご異議なしと認めます。よって、草間透議員が当選されました。この宣告

をもって当選通知にかえます。 

 ただいま議長に当選されました草間透議員から、就任のご挨拶がございま

す。 

＜議長 草間透議員 挨拶＞ 

○議長（草間透） 

 議長就任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたび議員各位のご推挙によりまして、不肖、私が北播磨総合医療セン



ター企業団議会議長の要職につくことになりましたことは、誠に身に余る光

栄でございまして、衷心より感謝と御礼を申し上げますとともに、その責任

の重大さを痛感いたしている次第でございます。 

 私はもとより浅学非才の身でありますが、北播磨総合医療センターの整備

と企業団議会の円滑な運営のため、誠心誠意努力する覚悟でございます。何

とぞ同僚の議員各位をはじめ理事者関係各位におかれまして、さらなるご支

援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、誠に簡単ではございます

が、就任のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長職務代理者（山本悟朗） 

 それでは、議長が選出されましたので、議長を交代いたします。 

＜日程第３ 議席の指定について＞ 

○議長（草間透） 

 それでは、日程第３、議席の指定についてであります。 

 お諮りします。議席につきましては、議長より指定することにしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長（草間透） 

 異議なしと認めます。 

 議席は、先ほど仮議席として指定しました席を議席と指定いたします。 

＜日程第４ 会議録署名議員の指名について＞ 

○議長（草間透） 

 次に、日程第４、会議録署名議員の指名であります。 

 会議録署名議員は、議長より指名いたします。 

 ２番 竹内修議員、９番 吉田克典議員、以上２名にお願いいたします。 

＜日程第５ 会期の決定について＞ 

○議長（草間透） 

 次に、日程第５、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんでしょうか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長（草間透） 

 異議なしと認めます。よって、会期は１日間と決定いたしました。 

＜日程第６～９、報告第１号、第９号～第１１号議案＞ 

○議長（草間透） 

 次に、日程第６、報告第１号、専決処分について及び第９号議案、北播磨



総合医療センター企業団の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてから第１１号議案、平成２８年度北播磨総合医療

センター企業団病院事業会計決算の認定についてまで一括して議題といたし

ます。 

 蓬萊企業長から提案理由の説明を求めます。 

 蓬萊企業長。 

＜企業長 提案理由説明＞ 

○企業長（蓬萊務） 

 このたびの定例会に上程いたしました議案につきましては、条例議案２件、

予算議案２件の、合わせて４件であります。 

 まず、条例議案では、病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例につきましては、緊急を要し、専決処分をしたため、地方自治法の規定に

基づき議会に報告し承認を求めようとするものです。 

 改正の内容といたしましては、平成２９年４月１日から臨床研修センター

を設立すること、健康管理室を健康管理センターに改称することに伴い、所

要の改正を行ったものでございます。 

 次に、一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定

につきましては、雇用保険法の一部改正により、平成２９年４月１日から失

業等給付内容等が変更されることに伴い、関係条項等を改正するものでござ

います。 

 次に、平成２９年度会計の補正（第１号）につきましては、業務の予定量、

資本的収入及び支出、債務負担行為、企業債について補正をする必要が生じ

たため、必要額を補正しようとするものであります。 

 次に、平成２８年度会計の決算認定につきましては、法の定めるところに

従い、監査委員の意見書を添えて議会の認定を得ようとするものでございま

す。 

 なお、議案の詳しい内容につきましては管理部長の方から説明をいたしま

すので、何とぞ議員各位におかれましては、一層のご精励を賜り、慎重なる

ご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（草間透） 

 藤井管理部長。 

○管理部長（藤井大） 

 それでは、提出議案のつづりの３枚目をお願いいたします。 

 まず、報告第１号、北播磨総合医療センター企業団病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分につきまして、提案



説明をいたします。 

 北播磨総合医療センター企業団病院事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の制定につきましては、緊急を要したため、地方自治法第１７９

条第１項の規定により専決処分をしたもので、同条第３項の規定により議会

に報告し、その承認を求めるものでございます。 

 改正の内容といたしましては、次のページの下段をご覧願います。本文に

記載のとおり、第４条第１０号中「健康管理室」を「健康管理センター」に

改め、また、同号を第１１号とし、第９号の次に第１０号として「臨床研修

センター」を加える改正を行っております。 

 なお、この条例の施行日は平成２９年４月１日としております。 

 次に、第９号議案、北播磨総合医療センター企業団の一般職の職員の退職

手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案説明いたしま

す。 

 議案書の第９号をご覧願います。改正の理由といたしましては、雇用保険

法の一部改正により、平成２９年４月１日から失業等給付内容が変更された

ことに伴い、関係条項等を改正するものでございます。 

 改正の内容といたしましては、そのページの下段のところですが、第２０

条第１０項中、第２号と第３号をそれぞれ第３号及び第４号とし、第２号を

追加しております。第２号のアでは、退職した職員であって雇用保険法の規

定による基本手当に相当する退職手当の支給対象者が、特定退職者であって

難治性疾患を有する者等である者、第２号のイでは、アの前文と同様の状況

であって障害者等である者について、企業長が再就職等のために職業訓練を

行うことが適当であると認めた場合は、基本手当の所定給付日数を超えて「個

別延長給付」の規定による退職手当を支給することができる旨の規定を追加

しております。 

 それから、次のページの第２０条第１１項第５号では、移転費の支給対象

者に「特定地方公共団体又は職業訓練事業者」の紹介により就職する者を追

加しております。 

 また、附則に次の第１項を加えるとして、第６項として、平成３４年３月

３１日以前に退職した職員について「個別延長給付に相当する退職手当の支

給要件」に「特定退職者であって、厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、

企業長が再就職するための職業訓練を行うことが適当であると認めた者」を

追加しております。 

 なお、この条例の施行日は、公布の日から施行し、平成２９年４月１日か

ら適用することとしております。ただし、第２０条第１１項第５号の改正及



び経過措置の附則第３項の規定については、平成３０年１月１日から施行す

ることとしております。 

 以上が条例改正についての説明でございます。 

 次に、第１０号議案、平成２９年度北播磨総合医療センター企業団病院事

業会計補正予算（第１号）について、提案説明をいたします。 

 このたびの補正は、まず１点目は、個人からの寄附に伴い医療機器の購入、

２点目が、新専門医制度に伴う研修医の増加等に対応するための宿舎棟等増

築工事に係る実施設計費、３点目は、奨学金の貸与者の決定による奨学金の

減額のそれぞれの補正をしようとするものでございます。 

 第２条の業務の予定量の補正では、予算第２条中資産購入費について、既

決予定額の４億１,４４１万７,０００円を１,０００万円増額し４億２,４４

１万７,０００円に、病院整備費につきましては、既決予定額の１,０００万

円を５,０００万円増額し６,０００万円に変更しようとするものでございま

す。 

 第３条の資本的収入及び支出の補正につきましては、収入の第１款資本的

収入の既決予定額４億１,４２７万１,０００円を５,９９９万９,０００円増

額し４億７,４２７万円に、それから、支出の第１款資本的支出の既決予定額

１４億４,１８５万４,０００円を５,６１６万円増額し１４億９,８０１万４,

０００円に変更しようとするものでございます。 

 第４条の債務負担行為の補正につきましては、奨学金貸与者の決定により、

債務負担行為の限度額の既決予定額の９６０万円を２７０万円増額し１,２

３０万円に変更をしております。 

 第５条の企業債の補正につきましては、企業債の限度額の既決予定額４億

円を５,０００万円増額し４億５,０００万円に変更しようとするものでござ

います。 

 以上が補正予算の説明でございます。 

 次に、第１１号議案の平成２８年度北播磨総合医療センター企業団病院事

業会計決算の認定について説明いたします。 

 別冊決算書類の１２ページをご覧いただきたいと思います。決算金額は、

説明の都合上千円単位で申し上げたいと思います。 

 まず事業報告といたしまして、上段の総括事項の中ほどでございますが、

当医療センターでは、統合から２年半が経過し、平成２８年度は内科系１８

科、外科系１５科の合計３３科、医師数は１３２名の体制でスタートし、組

織の機構面においては、高度先進医療のさらなる推進を図るために、不整脈

治療部門とロボット手術部門からなる先端医療センターを設置し、また、よ



り一層のチーム医療を推進するための６つの臓器別、疾病別センターを設け

て地域の医療機関からの紹介患者の受入れなど、積極的な医療活動を展開し

てまいりました。 

 その結果、中段、アの業務量でございますが、記載のとおり入院患者数は

延べ１４万２,７６４人、１日平均患者で３９１.１人となりました。外来患

者数は延べ２２万５,２５５人で、１日平均が９２７.０人となりました。 

 年度末の使用許可病床数は４５０床でございますが、うち救急の１０床、

人間ドック５床を除く稼働の病床数に対する病床利用率は８９.９％となり

ました。 

 イの収支の状況では、収益的収支では、経常収益が１５３億２,１２１万円、

経常費用が１５２億９,７４６万円で差引経常収支は２,３７５万円で、病院

開業以来の初めての黒字となり、これに特別収支を加えました本年度純損益

は９２７万円の利益となりました。 

 次に、ページを戻っていただきまして、２ページをご覧願いたいと思いま

す。 

 １の収益的収入、支出でございますが、収入は、上段の中ほどの税込決算

額１５４億９１１万７,０００円でございます。支出は、３ページの中ほどに

ありますが、税込決算額が１５５億５,１２９万２,０００円となっておりま

す。 

 次に、４ページ、５ページをご覧ください。 

 ２、資本的収入及び支出でございますが、収入は５ページの上段で、税込

決算額４億８,４０３万円でございます。支出は、同じく中ほどの、税込決算

額１４億２,８３０万３,０００円となっております。 

 なお、表の下の欄外に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足

する額９億４,７３４万５,０００円は、損益勘定留保資金等により補塡を行

っております。また、今年度は翌年度繰越額を計上しておりまして、内容と

いたしましては、呼吸器外科の手術で使用する胸腔鏡ビデオスコープの購入

費３０７万２,０００円で、機器の一部機能に不具合が発生し、その改善に日

数を要したために繰り越ししましたもので、これは８月に納入を完了してお

ります。 

 続きまして、８ページをお願いします。 

 欠損金処理について説明をいたします。欠損金については、年度末残高の

１億５,１２５万１,０００円全額を翌年度に繰り越しいたしております。 

 以上が決算認定の説明でございます。 

 以上、提案説明とさせていただきます。 



○議長（草間透） 

 これより質疑及び一般質問に入ります。 

 通告により、順次、発言を許可します。 

 １０番、久後淳司議員。 

○１０番（久後淳司） 

 小野市議会の久後淳司でございます。 

 私からは３項目、７点につき一般質問を行いたいと思います。 

 第１項目、地域包括ケアシステムの構築について。 

 北播磨総合医療センター改革プランにおいて、重点項目の中で「病院が担

うケア提供体制から自宅でのケアを軸とした住まい、医療、介護、予防、生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムへの転換、構築」があり

ます。２０２５年問題は介護現場だけの問題ではなく社会全体の大きな問題

であり、医療の現場においてもかかわりが深いと考えます。このプランの中

で示されているように、地域住民の方々に対して地元地域の医療機関との役

割分担や連携について説明を行ったり、講座やセミナーを開催したりするこ

とは大変効果的だと思います。厚生労働省も重点課題として「地域包括ケア

システム推進のための取組みの強化を掲げており、診療報酬の改定や施設基

準の緩和等を行い、普及を促進しているようです。これからの超高齢社会を

迎えるに当たり、急性期医療、回復期医療、維持期医療、在宅医療等の充実

も含め、地域包括ケアシステムの構築は今後さらに重要になってくると考え

ます。そこで、次の３点について伺います。 

 １点目、地域の各医療機関との連携について。 

 定期的な訪問や会議を開催され、情報共有されているとのことですが、具

体的な実施内容についてお伺いします。 

 ２点目、地域医療支援病院としての効果について。 

 平成２７年６月に取得されてから２年が経過しておりますが、高度医療の

提供や診療報酬加算等、取得されたことによる効果についてお伺いします。 

 ３点目、地域住民に対しての情報周知について。 

 地域の医療機関との役割分担や連携を広く市民の方々があらかじめ知って

おくということはいざという時の安心感につながる大切なことであると考え

ます。どのように周知されているのか、参加状況や今後の計画等あればお伺

いします。 

 ４点目、レスパイト入院について。 

 高齢化が進み、地域にある介護事業所だけでは補い切れない場合、在宅療

養されている患者の方々のご家族の精神的、経済的負担軽減のためにも医療



保険を適用できる短期でのレスパイト入院が可能かどうかお伺いします。 

 第２項目、改革プランの実施状況点検・評価について。 

 １点目、実習生の受入れとして医療従事者の教育機関（大学、専門学校）

と連携し、医学生、看護学生などの実習受入れを積極的に行い、魅力のある

病院づくり（マグネットホスピタル）に取り組むとして、各部門における目

標値を設定されていました。その中で気になりましたのが、眼科支援部門で

は目標値８人に対し実績が０となっています。また、救急救命士では目標値

４５人に対し実績が２６人でしたが、この原因についてと次年度に向けての

対策案についてお伺いします。 

 ２点目、平均在院日数について。 

 平均在院日数の短縮は診療単価にも関連してくるかと思いますが、平成２

８年度は、腎臓内科や整形外科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、泌尿器科、特に形

成外科などで伸びており、目標１２.５日に対し実績は１３.４日で、前年度

実績１３.０日と比較しても０.４日伸びていますが、この数値に対する分析

についてお伺いします。 

 第３項目、かかりつけ医休診日に対する対応について。 

 常に患者にとって魅力ある頼りになる病院としての位置づけであるために

も、空白の医療が存在しないよう、いわゆるかかりつけ医との連携は大切で

す。泌尿器科は平成２９年７月３日より初診受け付け時間の短縮、整形外科

等におきましても完全予約制など、患者側の待ち時間短縮、院内感染リスク

の低減、病院側としても患者の待ち時間減少によるサービスの向上につなが

る予約診療が主となりつつある状況ですが、そのかかりつけ医の休診の曜日、

一般的に多いのが木曜日や土曜日の午後などに予約診療のみである場合、救

急までいかずとも通常に診療を受けたい場合に受けられない状況があるよう

に思われます。いざかかりつけ医が休診のときにセンター側が予約のみとさ

れる体制では、初診患者は、ではどこに行けばよいのかという医療ロスの日

が存在することになりかねないと思われますが、今後のかかりつけ医休診日

に対する連携や対策等がございましたらお伺いします。 

 以上、私からの質問といたします。 

○議長（草間透） 

 それでは、質問に対して答弁を求めます。 

 藤井管理部長。 

○管理部長（藤井大） 

 まず、第１項目の１点目の地域の各医療機関との連携の具体的な内容につ

いてということでお答えいたします。 



 当医療センターは北播磨圏域の中核病院で、地域包括ケアシステムの中で

は急性期を担う医療機関としての役割があり、地域の医療機関との連携を図

るために、北播磨圏域の病院等で構成する北播磨病院連携会に参加しており

ます。この連携会は年４回開催されまして、各病院の現状、課題、トピック

スなどの情報交換や事例検討などでの意見交換を行っております。 

 また、大腿骨近位部骨折や脳卒中疾患において、急性期、回復期、維持期

を担当する各医療機関と連携を図るために、年３回開催されます北播磨地域

連携パス連絡協議会に参加してクリニカルパスの運用等についての意見交換

を行っております。 

 このほか三木市内の病院や介護施設などで構成します三木市高齢者関連施

設連絡会が年３回開催され、各施設のタイプ別（一般病床、認知症専門病床、

ショートステイ等）の空床状況や、どのようなケースで家族に連絡をとるか

など、各施設の基準などの情報の交換を行っております。 

 このほか、年度がわりでありましたり、また、新たな資料の発刊時などに

各医療機関を病院が訪問して情報交換を行いますとともに、患者さんの紹介

や、また、受入れの協力依頼を行っております。 

 次に、２点目、地域医療支援病院としての効果についてお答えいたします。 

 地域の医療機関との連携を図るという観点から、かかりつけ医等を支援す

る医療機関として地域医療支援病院の承認を受け、積極的な紹介患者、救急

患者の受入れや、また、医療機器の共同利用、院外の医療従事者も対象とす

る研修会の実施など、地域医療支援病院としての役割を果たしております。 

 平成２８年度の実績といたしまして、紹介率が７３.８％、逆紹介率が９４.

１％、また、救急医療では、救急車による受入れ患者数が３,２９１人、救急

車以外の搬入による受入患者数が５,３０４人となっております。 

 医療機器の共同利用の実績で主なものといたしましては、ＰＥＴ－ＣＴ検

査が３００件、ＣＴ検査が９４４件、ＭＲＩ検査７９６件、核医学検査１２

４件、胃カメラ４１４件などとなっております。 

 院外の医療従事者も対象とする研修は年３６回開催しまして、院外からは

延べ９４０名の参加がいただけました。 

 以上のような地域医療支援病院としての活動によりまして、地域医療連携

の一翼を担うことで、地域医療の質の向上や医療人の育成につながっている

のではないかと考えております。 

 そのほか当院の経営上の効果といたしまして、地域医療支援病院の県の指

定を受けることにより、診療収入が年間約８,０００万円の増収につながって

いるところでございます。 



 次に、３点目、住民への情報の周知についてお答えいたします。 

 地域包括ケアシステムについては、各市でその構築を進められているとこ

ろでございますけれども、当医療センターは、その中でも急性期を担う医療

機関として地域医療連携を図ることが求められています。そのために、地域

の医療機関が機能分化し、連携して医療を行うという地域医療連携の仕組み

や当医療センターの役割については市民の皆様にも理解をしていただく必要

があり、機会あるたびにその周知を行っているところです。 

 周知の具体的な方法といたしましては、三木市、小野市の広報紙や当医療

センターの広報紙であります「ほほえんで北播磨」、ホームページ、院内の案

内掲示板などに掲載するとともに、病院フェスタや、それから病院が行いま

す公開講座、出前講座などの機会を利用して、参加する市民の皆様方に説明

するようにしております。今後も、引き続き公開講座、出前講座などを積極

的に行うとともに、地域医療連携の仕組みを知らせるための新たなチラシの

作成なども検討してまいりたいと考えております。 

 次に、４点目、レスパイト入院についてお答えいたします。 

 レスパイト入院とは、通常の入院と異なりまして積極的な医療行為を目的

とせずに、介護度の高い患者さんを抱えた家族を休ませるための入院でござ

います。在宅介護を行っている家族の介護負担を軽減する目的で利用するの

は、本来ならばショートステイなどの介護サービスになりますけれども、介

護施設では医療設備が整っていないために全ての要介護者を受入れすること

ができません。そこで、医療的管理を伴う要支援者を一時的に設備の整った

病院で受入れるようにしているのがこのレスパイト入院でございます。レス

パイト入院は各医療機関が任意で行うサービスで、法律で定められた条件等

はございません。 

 実施されている病院は、現実的な運用としましては、地域包括ケア病棟の

空床を利用してそのニーズに応えるということ、それから、病院としては病

床の稼動率を上げるようにされているケースがあろうかと思います。 

 当院におきましては、７対１の入院基本料を算定しており、高度急性期、

それから急性期病院としての役割があり、また、急性期の治療の必要な患者

さんが、当院のベッドは満床状態となっておりますので、そういったことを

考えればレスパイト入院を当院で行うことは考えておりません。 

 次に第２項目、１点目の実習生の受入れについてお答えいたします。 

 医療従事者の教育機関の病院実習につきましては、議員ご発言のとおり医

療人や医療人を目指す学生などにとっても魅力あるマグネットホスピタルと

して、各部門において実習生の受入体制を整えております。 



 改革プランにおける実習生の受入れ目標人数は、各部門における前年度実

績や実習元の関係機関から提供された予定人数をもとに職員や診療体制を勘

案して算出しております。 

 平成２８年度の実績が目標値を下回った部門につきましては、眼科支援部

門では、視能訓練士の学校が県内では神戸に１校のみあるわけですが、その

学生が実習先を選ぶに当たりましては、学校の所在地の近くであるかどうか、

それからまた、就職先として考えている機関を実習先として選ぶ学生が大多

数でございます。当医療センターが遠方にあることと、それから、あわせて

当院が正規職員の募集を予定していなかったことが実習生受入れの人数の減

少の主な要因ではないかと思われます。 

 また、救急救命士部門では、三木市、小野市の消防本部から実習を受入れ

しておりますけれども、両市消防本部における業務や職員の配置の状況によ

って実習派遣人数が減少したものでございます。 

 当医療センターといたしましては、引き続き体制を整え、今後とも教育機

関等と連携して実習依頼を受入れられるように努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目の平均在院日数についてお答えいたします。 

 平均在院日数の増加の理由といたしましては、具体的には、腎臓内科では

難病指定されているネフローゼ症候群の患者の在院日数並びに患者数の増加、

整形外科では脊椎感染で入院したものの患者の在院日数の増加、耳鼻咽喉・

頭頸部外科では頭頸部悪性腫瘍で手術したものの患者の在院日数並びに患者

数の増加、泌尿器外科では前立腺悪性腫瘍で手術したものの患者の在院日数

並びに患者数の増加等によるものでございます。 

 特に、形成外科におきましては、糖尿病等に伴う重症合併症による慢性動

脈閉塞症の患者の在院日数と患者数の増加に伴いまして、前年度に比較しま

して在院日数は６.９日増加したものとなっております。 

 それから次に、第３項目のかかりつけ医の休診日に対する対応についてお

答えいたします。 

 かかりつけ医の休診日に対する連携や対策等でございますが、まず、当医

療センターの初診の受付は、平日は午前１１時３０分までで、一部の診療科

で外来診察を円滑に進めるために初診受付を切り上げています。また、午後

については、予約制による専門外来及び各種予定検査や手術など計画的に診

療を行っているために初診受付は対応しておりません。 

 お尋ねの木曜日、それから土曜日の午後などの診察対応につきましては、

まずは日ごろから症状に応じて各医療機関における診療時間帯に合わせて早



めに診察を受けていただきますとともに、緊急的な疾患につきましては、当

医療センターの救急科受診も含めまして救急対応をお願いしたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 

 再質問はありませんか。 

   【「議長、１０番」の声あり】 

○議長（草間透） 

 １０番、久後淳司議員。 

○１０番（久後淳司） 

 それぞれにつきご丁寧な答弁、ありがとうございました。 

 それでは、２項目につきまして各それぞれ１点ずつ再質問させていただき

たいというふうに思います。 

 まず、第１項目の地域包括ケアシステムの構築について１点、引き続き答

弁者は事務局にお願いいたします。 

 先ほど、急性期医療に軸足を置いているというご答弁をいただいていたか

と思います。確かに診療等、報酬等いろいろ考えますと急性期医療に特化し

ている病院というのはよく分かるのですけれども、再質問としては、先ほど

ちょっとお話にも出ましたけども、地域包括ケア病棟について検討していく

考えはないかというところをお伺いしたいというふうに思います。 

 ２０１４年の診療報酬改定で新設されました急性期医療から回復期医療や

在宅医療へ向かうまでの役割といたしまして、地域包括ケア病棟がございま

す。これは単純な計算でありますので一概にはもちろん言えないのですけれ

ども、例えば北播磨医療センターのような、当センターのように７対１看護

の病棟の場合で、施設基準の平均在院日数は１８日以内とございますが、例

えば一部病棟を地域包括ケア病棟に、まだ利用されていない病床等ありまし

たら一部病棟を地域包括ケア病棟に転換しておくことで、急性期を脱し、在

院日数の長い患者の方々を例えば地域包括ケア病棟へ移ってもらうというよ

うな措置があれば、また一般病棟の方では新たに患者の方々を受入れるとい

うことが可能になり、稼働率の向上になるかというふうに思います。 

 さらに、地域包括ケア病棟の場合は、看護配置も１３対１になりますので、

もちろんこれは運用の仕方によって変わってくるかと思いますけれども、そ

の方法によっては人員面もしくはその経営上のメリットもありまして、患者

の方々にとっても費用負担の軽減や最長６０日間の在宅復帰の目標を立てる



というメリットも大きいかというふうに感じます。 

 ２０２５年モデルへのロードマップの中には、地域包括ケア体制の完成と

いうのが１つございますので、そこに向かう１つのツールとしまして今後検

討していく考えはないかというところをお伺いいたします。 

 次に、２点目の、さっき第２項目につきましては、眼科の方が神戸に１校

あるのみで、研修医の受入れが場所が遠いということでちょっと目標値に達

しなかったというところはご答弁がありましたので、ぜひ次年度に向けまし

ては、そのあたりも積極的に眼科医の方も募集をお願いしたいというふうに

思います。 

 再質問の２点目につきましては、第３項目のかかりつけ医休診日に対する

対応について、こちらのご答弁は企業長にお願いいたします。 

 将来に向けて、この医療センターの果たすべき役割というものについてど

のようにお考えかというところをお伺いしたいというふうに思います。 

 ３項目めで申し上げたかったのは、かかりつけ医が休診だった場合に、全

ての患者を北播磨総合医療センターで受入れるべきと、そういうふうに私は

思っているわけではございません。また、地域の住民の方々も全てそのよう

にしてほしいというふうに思っているわけではないというふうに思っており

ます。医療にすき間をでき得る限り少なくするためにも、現実として休診と

いうのがある場合に、いざかかりつけ医、救急に至らずとも、かかりつけ医

が休診の場合になかなか現実的に受け皿がない場合もあるかというふうに思

います。その部分を埋めるためには、第１項目にも関連してきますけれども、

地域との連携や役割分担になろうかと思いますが、やはりそこのリーダーと

なるべきはこの医療センターであり、将来に向けてこの医療センターの果た

すべき役割の１つかな。先ほどの地域包括ケアの完成に向かうこともそうで

すけれども、果たすべき役割の１つではないかというふうに考えますが、ど

のようにお考えか、そのあたりを企業長にお伺いいたします。 

 以上、再質問といたします。 

○議長（草間透） 

 再質問に対して、答弁を求めます。 

 藤井管理部長。 

○管理部長（藤井大） 

 第１項目の再質問にご答弁をさせていただきます。 

 質問は、地域包括ケア病棟を当病院に設置する考えはないかというご質問

であろうというふうに思います。議員の再質問の中にもございましたけれど

も、地域包括ケア病棟というのは２０１４年の診療報酬改定で新設されたも



ので、その目的は急性期の病院での治療後の患者の受入れ、それから、回復

期にある患者を自宅や施設で暮らせるまでに橋渡しをしていくというような

病棟でございます。 

 議員のご質問にありますように、地域にとりましては地域包括ケア病棟の

必要性というのは非常に重要なもので、地域包括ケアシステムをつくる上で

は欠かせないものというふうに認識をしておりますが、中には近隣の病院で

も一般病棟を地域包括ケア病棟に転換されるという病院も出てきております

けれども、その例を見ますと、１点は、そういった地域のニーズに対して公

立病院としてそのニーズに応えていくために病棟転換を行うと。もう１点は、

既にその病院の中での病床に空床があるから、その空床の稼働率を上げるた

めの方策として、病院経営上の観点から転換されるというようなケースもあ

るのかなというふうに見ております。 

 当センターでは、何度も申し上げておりますけれども、当院の全体の中で

の医療分担の中での役割は、やはり急性期の患者さん、急性期医療を担う地

域の中核的な病院として、また、先ほどの決算でも申し上げましたが、病床

の稼働率は２８年度実績で８９.９％、この数字というのはほぼ満床状態であ

ろうという数字でございます。そういうことから言えば、より重症度の高い

患者さんに安全でより質の高い医療を提供していくというニーズに応えてい

くことが当医療センターの最大の役割であるというふうに考えておりまして、

したがいまして、現在のところは、地域包括ケア病棟については当病院で病

床を展開していくという考えはないということでございます。 

 以上、再質問に対するご答弁とさせていただきます。 

○議長（草間透） 

 蓬萊企業長。 

○企業長（蓬萊務） 

 再質問にお答えいたします。 

 この北播磨総合医療センターの将来のセンターの行方というのですか、期

待度というものについてどう考えておられるかと、こういう質問であります

けども、まだこの病院がスタートして、ご承知のとおり財政や、損益上は好

転したということでありますけど、まだまだ課題は多いと。そういう中で、

やはり先ほどの答弁の中でもありましたように、この病院の持つ機能、役割

分担というのはやっぱりしっかりと明確にしながら、それで、他の医療機関

との連携をしていくと。 

 市民、住民からしますと、この巨大病院が全て面倒を見てくれるという期

待度があることはよく分かっておりますし、また、そうしなければならない



というものをより進めていかなきゃならないというのは十分理解しておりま

す。しかし、医師が１４０人もおって、これを将来１５０人まで持っていく

という、そういう考えもありますけれども、現在の病床利用率等から見まし

ても満杯の状態なのです。それでなお、いろんな医療の需要を賄い切れてい

ないという実態があるわけでありますので、まずは、ここの病院の現在の果

たし得る役割をきっちりとまずやりながら、将来については、基幹病院とし

て、先ほど来申し上げておりますが、急性期を担う病院としてその使命を果

たしていくことには変わりはありませんけども、繰り返すようでありますけ

ども、やはりここを基幹にして近隣市の病院も含めて連携をとっていくとい

う、そしてこの地域医療を守っていくと。これが結果としてこの北播磨医療

センターの将来に対する１つの位置づけであって、その使命であろうと、こ

のように思います。 

 本当はもうちょっと全て任しなさいという話をしたいのですけども、なか

なかそうはいかないというのが実態でありますので、ご理解いただきたいと

思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 

 再々質問はありませんか。 

 以上で久後議員の質問は終わりました。 

 次に、８番、河島三奈議員の質問を許可します。 

 ８番、河島三奈議員。 

○８番（河島三奈） 

 小野市議会の河島三奈でございます。 

 議長から発言の許可をいただきましたので、私の方からは２項目、３点に

ついて質問をさせていただきます。 

 第１項目、地域連携医療について。 

 北播磨総合医療センターも開院から３年、小野市、三木市、またその他近

隣市の医療に欠かせない影響力の大きな病院になってきていると実感してい

ます。そのため、北播磨総合医療センターから地域の病院や訪問看護につな

げる事例も数多くなっています。職員向け広報紙の「オキザリス」第１３号

編集後記にも、医療者間の連携がいかに大切であるかということを実感した

とありました。 

 昨今、国の方針として「病院から地域へ」との方向性のもと地域での介護、

在宅医療の必要性も高まっています。今後ますます病院を中心とした地域連



携の形が大きく広がっていくと考えますが、このことについて次の２点をお

伺いいたします。 

 １点目、医療ソーシャルワーカーと地域連携室の取組みについて。 

 医療ソーシャルワーカーの役割は、病院と地域のかけ橋と上記広報紙に説

明されていました。患者や家族の心理的、社会的、経済的な問題などを親身

になって相談に乗ってくださるところです。私も経験者ですが、相談する側

は精神的にも肉体的にも疲弊している場合が多いと思うのでとても大変な役

割であると認識しています。開院から３年の間にたくさんの実績があると思

いますが、現在の段階で課題や問題点などはどのようなものがあるのでしょ

うか。また、病院として地域連携室の取組みについて自己評価はどのくらい

であるのかをお伺いいたします。 

 ２点目、在宅医療について。 

 高齢者や終末期を過ごすがん患者など、病院ではなく自宅で最期を迎えた

いと在宅医療を希望する方が多いと聞きます。しかし、小野市に関して言え

ば、市内の開業医院で往診しているところはまだ少なく、また、開業は小野

市でしていても医師は小野市以外に住んでいる場合があるので、在宅医療に

容易に踏み切れるものではありません。 

 また、深刻な問題として、家で患者さんが亡くなった場合、夜中に亡くな

った時など、死亡時刻が分からないので変死扱いになり死亡診断書が速やか

に発行できないことが挙げられます。警察の方がおうちに来たり、行政解剖

などでお葬式の予定が立てられないなど、残された家族にとって悲しみに加

えてかなりの負担になります。 

 北播磨総合医療センターは高度急性期の拠点病院として着実に成長してい

ると思いますが、あくまでも小野市、三木市の市民病院です。現在、この超

高齢社会の中で在宅医療の分野の強化が必要と考えますが、小野市、三木市

の２市に対してだけでも往診を行い、在宅医療を助けるということができな

いか、お考えをお伺いいたします。 

 第２項目、三木市の病院送迎バスについて。 

 現在、三木市の市民を北播磨総合医療センターへ送迎する緑色のバスがあ

ります。三木市民以外乗車することができないものですが、小野市を一部通

過するルートがあり、その周辺の小野市民から乗せていただきたいとの希望

が出ています。小野市が実施しているらんらんバスとの共用ができれば病院

への通院がより便利になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

三木市の政策でありますので回答はしにくいと思いますけれども、病院とし

てどのようなお考えをお持ちであるかをお答えいただけたらありがたいです。 



 以上で私の質問といたします。 

○議長（草間透） 

 質問に対して、答弁を求めます。 

 藤井管理部長。 

○管理部長（藤井大） 

 第１項目の１点目、医療ソーシャルワーカーと地域医療連携室の取組みに

ついてお答えいたします。 

 地域医療連携室は主に紹介患者の予約受け付けや、それから入院された方

の退院、転院のときなどに他の医療機関や福祉施設等と連携して患者様の心

配事の相談をお受けしています。昨年度の地域医療連携室が対応した相談件

数は８,２５９件で、相談の内容で多いものは転院先の調整などの退院に関す

る相談、それから、退院後のケアに関する相談、福祉制度に関する相談等が

主なものとなっております。 

 地域医療連携室における現在の課題、問題点といたしましては、当医療セ

ンターの診療科は全部で３３科あり、非常に専門性の高い急性期医療を担っ

ているために、その患者さんの相談を受けるにしましても専門的な医療の知

識が必要となります。それからまた、退院後には患者さんが利用できるあら

ゆる社会資源の知識や情報を十分に持った上で対応しなければならないとい

うことが挙げられます。さらには、近年は独居高齢者、それから認知症患者

の増加等で保証人となるべき方がいらっしゃらないケースも多く、そのよう

な方々の金銭管理や大きな手術や治療等の意思決定のサポート等、さまざま

な支援ケースが必要となってまいります。 

 病院として現在の地域医療連携室の取組みについては、そういったさまざ

まなケースに対応するために、毎朝室内でカンファレンスを行い、情報の共

有をし、患者さんや家族の皆さんにとってどのように支援するのが最もよい

のかを議論する中で個々のケースの相談に応じておりまして、最適に退院の

支援等ができているのではないかと評価しております。 

 次に、２点目の在宅医療についてお答えします。 

 少子・高齢化や２０２５年問題など高齢者人口は今後も増加し続けること

が見込まれる中で、医療と介護の需要がさらに増大していくことが予測され

ております。そのため高齢者の尊厳保持と自立生活の支援を目的とし、住み

慣れた地域で最後まで生活し続けることを支援する包括的な仕組みでありま

す地域包括ケアシステムの構築の必要性が叫ばれ、市においてその推進に取

り組まれているところでございます。 

 地域包括ケアシステムの構築には、地域の住民や医療、介護施設など地域



の多様な主体の連携と役割分担によって実現していくものと考えています。

その一端を担います医療の分野におきましても、時代の進歩に伴い、医療技

術は目覚ましく発展し、医療現場に対するニーズは多種多様化しており、地

域の医療機関がばらばらに医療サービスを提供するのではなく、それぞれの

医療機関の特徴を活かし地域全体として１つの医療システムとなり、最適な

医療サービスを提供していくことが重要となっております。 

 したがいまして、在宅医療のための往診についてのご質問でございますが、

往診については、より地域の方に身近なかかりつけ医や地域の開業医などが

担っていただくことが目指す姿ではないかと考えております。そして、地域

の医師会等との連携の中で、現在も幾つかの医療機関が往診を行われており

まして、急性期医療を担います北播磨総合医療センターが往診を行うという

ことは考えておりません。 

 次に、第２項目の三木市の病院への送迎バスについてお答えいたします。

三木市の当センター行きの路線バスは１２系統で、三木市内の各地区から北

播磨総合医療センターまでの公共交通として神姫バス株式会社を運営主体と

して三木市が計画され、実施されているものです。当該バスルートは三木市

民の公共交通を確保する目的で、基本的には市域内のルートとされておりま

すけれども、病院統合の経緯から北播磨総合医療センターについては例外的

に市内扱いとされており、ルートは当然に小野市域の中を通るということに

なっております。 

 その地域にお住まいの方にとっては、目の前をバスが通っているわけでご

ざいますからそれに乗りたいという希望は十分理解できるものでありますし、

病院にとりましても、患者さんが来院いただくことの交通手段の選択肢が少

しでも増えるということは望ましいことであるというふうに思っております。

しかし一方では、小野市の方では地域住民の方の病院等への公共交通の交通

手段として、この９月には、この前に新聞にも出ましたが、新たな匠台ルー

トも創設され、市内１１ルートを８台のコミュニティバスで必要な地域公共

交通施策を展開され、ご質問にあります地域についても、北播磨総合医療セ

ンターへのバス路線を確保されてあるところでございます。議員のご質問の

趣旨は十分に理解できるところでございますが、それらの共用等のことにつ

きましては、三木市と小野市の施策展開に係る問題であるというふうに認識

しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 



 再質問はありませんか。 

   【「議長、８番」の声あり】 

○議長（草間透） 

 ８番、河島三奈議員。 

○８番（河島三奈） 

 各項目にわたり丁寧なご答弁をありがとうございます。 

 それでは、私から再質問をさせていただきますが、第１項目について２点

ほどさせていただきます。１点目の答弁者は藤井管理部長によろしくお願い

いたします。 

 私自身が患者の家族としてこの北播磨総合医療センターにお世話になって、

医師の先生方も看護師の方々もここが文字どおり北播磨の医療の拠点であり、

自分たちが北播磨の医療を支えているという自負をお持ちなのだと感じてお

りますし、お話もいたしました。実際そのとおりだと感じております。開院

から３年での経営黒字化はすばらしい成果であり、病院そのものに対する信

頼度と評価も上がっていくのだろうと思っています。そして、でもそれを確

固たるものにしていくのが、治療して終わりではなくて、その後のフォロー

の細やかさなのだと感じております。それを担う医療ソーシャルワーカーで

あったり、地域医療連携室そのものですけれども、病院間の地域連携にとっ

て大変に重要な役割です。ここがうまく機能しなければ理想的な患者の移動

はできないですし、患者の家族にとっても頼りにすることができません。 

 日々寄せられる相談の中には、先ほどの答弁の中にもありましたが、一家

族、患者のプライバシーにまで言及しなければいけないこともあるでしょう

し、何より介護と看護で追い詰められている人間を相手にするということで、

ワーカー自身にも相当なストレスにさらされる仕事だと感じています。でも、

今後ますます必要性は増えていくと思うのですけれども、医師や看護師と同

じで人材として育てていくということも大切ですし、また、その大変な仕事

に対する処遇であったりとかというのももっと考えていかなければいけない

のではないかな。その役割に応じたものを用意することというのは大切なの

ではないかなと考えております。 

 私個人の感覚ですけれども、処遇については、現在は少し、もうちょっと

再考の余地があるのではないかなと感じておりますが、そちらに関してはい

かがでしょうか。そして、また、これからの人材の育成に関してなのですけ

れども、どのように進めていかれるご予定なのかをお伺いしたいと思います。 

 それから２点目なのですけれども、こちらは蓬萊企業長の方にお願いした

いと思います。 



 往診ということについてです。この大きな病院では無理を承知でお聞きい

たしました。例に挙げたことは主に看取りということですので、先ほど久後

議員から出た質問に対しての、また、そのもっと先のことなのかなという感

じはいたしますが、例にも挙げましたが、患者が家族に気づかれない間に亡

くなってしまっていたりとかした場合に警察沙汰になるのですよね。警察に

来ていただいて検死をするという形になります。去年でも、検死の割合は小

野市で約８０件、今年でもう約６０件という数になっております。警察を呼

べばいいではないか、ずっと夜中にも先生を呼びつけることはないじゃない

か、警察が来ても、近所の方はそこに亡くなってもおかしくない方がいらっ

しゃるという情報を知っているのであれば、別にそんな偏見というか好奇の

目で見られることもないしということをおっしゃる方もいらっしゃるのです

けれども、やはりそういうことを言われるという地域はきずなが強くて幸せ

なところであるのかなと思います。だから、小野市、三木市と考えていって

もそうそうないのではないかなとは私自身勝手に感じているところなのです

けれども。医師にしても、病を治療するということが目的で、看取るために

医師になったのではないと、もしかしたら感じられる方も少しはおってかも

しれませんけれども、再三、私、ちょっと言いたいというか言っていること

に、地域で医療と最期に向き合うこと自体も増えてくる、今後、その中で地

域に上がってくる課題に対して病院のトップというか、企業長としてどのよ

うにお考えであるかということをお聞きしたいと思います。 

 私の再質問は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○議長（草間透） 

 再質問に対し、答弁を求めます。 

 藤井管理部長。 

○管理部長（藤井大） 

 第１項目の再質問にお答えいたします。 

 再質問は、ＭＳＷ、医療ソーシャルワーカーの非常に大事な役割に対して

必要な処遇が再考の余地があるかということは、少し安いのではないかとい

うような趣旨かなというふうに思っております。それともう１点は、その人

材育成に関するご質問ということでお答えさせていただきます。 

 地域医療連携室の現在の状況を言いますと、患者さんの相談や退院や支援

には、１つには看護師が、正規職員が４名おります。それから社会福祉士が

正規職員３名、パート、嘱託が２名の合計９人おりまして、そういった患者

さんの相談に当たっております。社会福祉士の、そのうちの医療ソーシャル

ワーカーとしての社会福祉士を採用しておるのですが、その方たちの医療、



処遇についてのご質問なのですが、給与等につきましては、地方公共団体で

ありますので企業団の規定によって定められておりまして、その給料表を持

っておる中での運用なのですが、ほかの市役所とかのいろんな方とか、それ

から病院の中にもいろんな他職種の職員がおられまして、それらとの比較、

それから医療ソーシャルワーカー、社会福祉士がほかの病院であったりほか

の施設で働かれておるという、多少の差はあるのですが、それらと比較しま

しても当院の処遇の内容は現在は妥当なものではないかなというふうには考

えております。 

 それから、医療ソーシャルワーカーの人材育成の面をどのようにして考え

られておるのかということですが、先ほども申しましたが、医療の知識も要

りますし、社会福祉関係の知識、情報、また、対人関係の能力とか、それか

ら、ストレスの多い仕事ですのでそういった個人の熱意というものも必要に

なろうというふうに思います。さまざまなものが必要でありますけれども、

そういう地域医療連携室の中で、看護師と社会福祉士が１つのチームとなっ

て個々の患者さんの相談に対応しておりまして、情報交換、ケース検討など、

日々の業務の中のオンザジョブトレーニングとして個々の人の能力というの

は積み上げられていくものがございまして、それが１つの人材育成であろう

と思います。 

 それと、当然その職場から離れて研修や学会等、そういう講演を聞きに行

く等をして、個人としての努力の中で個の資質を向上させていくということ、

これらをあわせまして、病院として社会福祉士なり医療ソーシャルワーカー

の人材育成には力を入れていっているということでございます。 

 いずれにいたしましても、議員からご質問いただいていますように、高齢

化がますます進展していく中で、病院は医療だけを行うというのではなくて、

社会福祉の立場から社会復帰の促進を図ることも非常に大切でございますの

で、それらを担う医療ソーシャルワーカーの役割は非常に重要であるという

ふうに認識をしております。 

 本年度も、そういう意味では今まさに新たに１人の採用募集を行っている

ところでございまして、当院といたしましては、地域医療連携の部門の充実、

強化を今後図ってまいりたいと考えております。 

 以上、再質問に対するご答弁とさせていただきます。 

○議長（草間透） 

 蓬萊企業長。 

○企業長（蓬萊務） 

 再質問にお答えをいたします。 



 在宅医療についてのこれからのこの北播磨総合医療センターに対する期待

度という意味合いでの延長線上の話だと思うのですけども、先ほど来の答弁

でも申し上げましたように、同時に久後議員の方からとも連携している話で

ありますけれども、要するに、先ほどのお話では、在宅医療をさらに充実す

る上において、この北播磨総合医療センターの果たし得る役割というのを機

能をアップして、そして、いわゆる急性期医療だけではなくてその方面まで、

いわゆる市民病院としての性格を有しているのだからそこまで踏み込んだ対

応をしてほしいということでありますけども、先ほどの答弁と同じになるの

ですけども、現実に今の病院のキャパシティの面から言いますと、非常に難

しいということも含めて、いわゆる往診も含めて無理であるという、そうい

う答弁を先ほどさせていただいたわけです。 

 そのときに、先ほどの議員さんの質問と同じなのですけども、やっぱり原

点に立ってこの病院の理念というのを考える必要があると思うのです。もと

もと何のためにこの病院ができたのかという、そこなのです。ですから、そ

もそもこの病院というのは急性期を担う、本当に今までは神戸とかあるいは

姫路とか遠距離のところへ、しかも高度な医療を求めてこの北播磨から、三

木市も小野市もそうでありますけども、行かざるを得なかったけども行けな

かったという環境があったわけです。それを対応できるようにしようという

のがそもそものこの病院でありますから、そういった意味の果たし得る機能

からしますと、この病院はむしろ何をすべきかと言いますと、表現、分かり

やすく申し上げますと、まぜご飯的に何でもやるのではなくて、やはり個々

の果たし得る役割をしっかりとその理念に根差して、そこをしっかり押さえ

ると。あとはいわゆる受け皿病院としての、小野で言いますと旧小野市民病

院であったり、あるいは三木市の中にはいろんな民間病院がたくさんありま

す。山陽病院をはじめ服部病院等、たくさんありますよね。そういう病院と

のリンケージをしながら役割分担をきちっとわきまえて、そしてお互いに協

力していくと。これが全体の医療を確保し、そして安心・安全な社会をつく

っていくと。そこにもう１つの、下にあるのはかかりつけ医であるというこ

とだと思います。 

 それで、先ほど、少しこの質問とは離れて、例えば亡くなられた方に対す

る検死です、いわゆる警察等が来られるという。これは少し状況が違いまし

て、これは警察の範囲内において、たとえ身内の人がそこにおったとしても

警察の方がいわゆる変死と、例えば風呂の中で入っておって亡くなられたと

いうことになった場合なんかでしたら、明らかにご近所の方も、そして、ま

た家族の方もご友人の方が仮に知っておったとしても、これは好むと好まず



警察の機能として、それは検死なり状況を確保するということはありますの

で、ここまで病院の機能が入るというのは現実には無理であります。 

 そのときに必要なのは、警察が指定する指定の医師がそこへ行ってそれを

診察するという、ちょっとその領域の話が若干違うので。ただ、市民、住民

の立場からいくと、そういうときにも的確に対応できる医師がおってくれた

らということだと思うのですけども、実際問題この話は、どう考えてもそう

いう変死ではなくてこれはもう明らかに病死で、行っても警察の領域までは

踏み込めないので、結果として事情聴取等朝までかかったとか、５時間もか

かったとか亡きがらをそのままにしたまま放っておいてどうしてくれるのや

という遺族の気持ちは分かるのですけども、この領域の話と医療の分野をそ

こまで話していくという話は全く別のものであると、このようにご理解いた

だきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 

 再々質問はありませんか。 

 以上で河島議員の質問は終わりました。 

 次に、９番、吉田克典議員の質問を許可します。 

 ９番、吉田克典議員。 

○９番（吉田克典） 

 こんにちは、三木市議会の吉田克典でございます。 

 第１６回北播磨総合医療センター企業団議会定例会におきまして、通告に

基づき質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 初めに第１０号議案、平成２９年度北播磨総合医療センター企業団病院事

業会計補正予算（第１号）中、医師及び看護師の増員及び新専門医制度に対

応するための宿舎棟等増設工事実施設計を増額についてであります。この設

置計画の規模及び設備等について教えていただきたい。また、その際になく

なる駐車スペースの対応についてご説明をお願いいたします。 

 ２点目に、第１１号議案、平成２８年度北播磨総合医療センター企業団病

院事業会計決算の認定についてであります。三木市、小野市両市の平成２２

年度当初は、医師不足によりこの地域は医療過疎地域とも言われておりまし

た。それが、拠点病院としてこの北播磨総合医療センターが位置づけられ、

開院を行われたわけですけれども、今現在では、拠点病院として認められた

結果、前年度比率が１０９.７％と医業収益が増加しております。そこで、医

業収益における入院と外来の医療比率を教えてください。 



 また、資料として配られた２８年度における関係市負担金の増額となった

要因と、これからの計画をご説明願います。 

 最後に、入院、外来患者数の状況についてであります。１日平均患者数は

目標を達しているものの、平均単価や医療収入は前年度比よりも増加してい

るものの目標には達しておりません。そこで、目標に達していなかった要因

と目標数値まで上げた際に医師や看護師に対する負担はどのようになると予

想されるのか。また、職場環境という観点から適切な範囲なのかをご説明く

ださい。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（草間透） 

 質問に対して、答弁を求めます。 

 藤井管理部長。 

○管理部長（藤井大） 

 第１０号議案の質疑であります宿舎棟等増設に係ります計画の規模、設備

等についてお答えいたします。 

 基本的にはこれから基本設計と実施設計に着手していくということで、詳

細につきましては今後決定していくということになりますが、現段階で計画

しております内容は、まず建設の予定場所でございますが、当医療センター

の北側の駐車場の一角に現宿舎がありますが、それの東側周辺で予定してお

ります。建物の規模は、ＲＣ５階建てで延べ床面積が約１,７５０平米、また、

その中の用途でございますが、医療職員が住まいする居室、それから、診察

が深夜に及んだ場合などに職員が休憩する仮眠室、院内保育所の病児保育室

等を予定しております。 

 また、その際に潰れ地となります駐車場の見込みでございますが、建設敷

地部分で約３８台分が潰れる予定となっております。 

 この対応でございますけれども、現在、当医療センターの東側約３００メ

ートルのところに兵庫県が所有しております土地がありまして、そこに約２

００台分の臨時駐車場をお借りして確保しております。ここに、現在も幾ら

かはそちらに移っておるのですが、職員の通勤車両を移動させることによっ

て駐車場は対応できるものと考えております。 

 それから次に、１１号議案の決算にかかわる質疑でございます。 

 まず、医業収益における入院と外来の比率のご質問ですが、入院収益が９

４億６,４６８万円で外来収益が３０億５,１７３万円で、その比率は入院収

益が７５.６％、外来収益が２４.４％となっております。 

 次に、関係市負担金についてでございますが、まず、関係市負担金の決算



における合計額、総額は前年度と同額の１７億円となっております。吉田議

員が増額の要因をお尋ねになっておりますのは、そのうち医業外収益に係る

関係市負担金が前年度に比べて８２０万円増えておりますので、その理由の

ご質問というふうに思っておりますが、その主な理由は、病院の建設改良に

要する経費、言いかえれば企業債元利償還金の増に伴います負担金の増とな

っております。 

 負担金のこれからの計画につきましては、昨年度、２８年度１１月に策定

いたしました当院の改革プランにおきまして、平成２９年度は、今もう予算

に上げさせていただいておりますが１６億円、それから３０年度が１４億円、

３１年度が１３億円、３２年度が１１億円と計画しておりますが、今後の収

支状況等に応じまして両市と調整させていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 次に、１日平均患者数や平均単価の事業目標についてでございますが、こ

れらの数値は病院事業を経営する上で基礎となる非常に重要な数値目標でご

ざいます。この事業目標は、過去の実績をベースとして診療体制などの状況

により設定しており、平均単価については、高額な医薬品や診療材料の使用

増による増額を考慮して事業目標は若干高めに設定しております。 

 平均単価が目標に達しなかった件につきましては、１つには、高額な医薬

品や診療材料の使用が想定よりも少額であったこと、また１つには、入院の

平均在院日数が目標より今伸びていることが要因と考えております。 

 次に、４点目についてお答えいたします。 

 患者数及び診療単価は診療収入と相関関係にありますので、診療単価が上

がることで目標とする診療収入を確保することができると考えています。そ

の診療単価については、入院の収入では、重症患者の入院確保や治療や検査

の標準的スケジュールを定めた入院診療計画書、これは、いわゆるクリニカ

ルパスと言われますが、その適用率の向上による平均在院日数の短縮などで、

また、外来収入においては、地域医療連携の強化による紹介検査の増加など

を図ることにより引き上げが可能となります。 

 この場合の医師、看護師等の負担につきましては、それらの数については

各施設基準等により必要な人員を適切に配置しておりますことから、現在の

医師、看護師等の体制で賄えるものと考えております。 

 また、患者さんへの影響についても、クリニカルパスの適用により入院治

療の標準化が進むことでより適切な診療が受けられることや、外来診察にお

いては早期に必要な検査等が行われることになりますので、迷惑等がかかる

ものではないのかなというふうに考えております。 



 以上、答弁といたします。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 

 再質問はありませんか。 

   【「議長、９番」の声あり】 

○議長（草間透） 

 ９番、吉田克典議員。 

○９番（吉田克典） 

 それでは、３点について再質問させていただきます。答弁者は企業長でよ

ろしくお願いいたします。 

 実際、まず駐車場の件なのですけれども、今３８台分のスペースがなくな

るということでしたけれども、今後の新専門医制度により医師等の確保等で

増員が見込まれるということで宿舎の方の建設があると思うのですけれども、

そうした中で、やはりその分、増えた分、医師等も車も増えてくると思う中

で、当院、当センターが開院したときも、こっちの病院の本体の方と宿舎の

建設があったから合算して設計を頼まれたとお聞きして、それでまた、合算

してボリュームが増えるからこそ値段を若干抑えられるのだということを聞

いたのですけれども、今回なくなるスペースを今あるスペースのところに立

体駐車場等の建設も含めて駐車場の確保等を一緒に今回も考えられた方が結

果安くおさまるのではないかなと思うのですが、そのあたりをお尋ねいたし

ます。 

 ２点目なのですけれども、先ほど企業長も挨拶の方でもおっしゃっていた

ように、やはりこの地域は医療過疎地域として問題となっておったというこ

とで、この両市が一緒になって総合病院ということで建設され、医療過疎地

域と言われない地域になってきていると思うのです。その中で、北播磨圏域

では、やはり病院の北の拠点は西脇の病院です。南の拠点がこの北播磨総合

医療センターという位置づけに今なっていると思うのですけれども、それぞ

れご挨拶の方で加西が１１億円の繰入金、西脇が１０億円、加東が５億８,

０００万円、当病院が今１７億円、両市からの負担金の繰入れがあるという

ことをおっしゃっていたと思うのですが、やはりすみ分け等をしっかりとし

て、当院が当初の市民病院のときからの負担金はそうは変わっていないとは

思うのですけど、大きく変わったのはやはり医師の数、あと研修医の数が圧

倒的に前の市民病院よりも増えていると。また、ここの病院に憧れて医師た

ちもこちらの病院に勤務していただいていると私も思っております。 

 そういった意味で、当センターが統合された病院の成功事例の１つだと私



も思っておりますので、そういった経験を生かしながらこの北播磨圏域全域

で、今、会議等も行われていると思うのですけれども、予算の編成も含めて

全ての圏域で考えていくということは可能なのか、よろしくお願いいたしま

す。 

 最後に、今この病院の中での病床稼働率、私はちょっと高め、先ほどもぱ

んぱんだというご答弁がありましたけれども、私も実際ちょっと高く設定さ

れているのかなと。そうすることで医師、看護師の負担は多少なりとも上が

ってくると私は感じておるのですけれども、そういった中で、公立の病院だ

けではなく私立の病院の知識も使いながら、予算面も含めて各医師、看護師

の待遇も含めて考えていきながら、働いている者がここでもっともっと働い

てというふうな意欲がより湧いていくような、稼働率も含めて見直していか

れてはどうかなと思うのですけれども、その辺をお答えください。よろしく

お願いします。 

○議長（草間透） 

 再質問に対しまして、答弁をお願いします。 

 蓬萊企業長。 

○企業長（蓬萊務） 

 再質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の駐車場の件でありますけど、ご指摘されているように立体

駐車場を考えることも１つの選択肢だとは思っております。ただ、これから

考えられるのは、例えば看護師が今どんどん新人が入ってきています。そう

しますと、夜間に入らないで、いわゆる昼間に車で来て置いているというこ

と。ということは、それが戦力になってきますと、夜間に入ることになりま

すと、今ある駐車場はその数、マイナスになるのです、夜間に入りますから。

昼間は要するに看護師は、今例えば３０人おりますよね。３０人が今昼間に

全部おるわけです、新人ですから。ですから、３０台の車が駐車場を確保し

なきゃならない。しかし、そのうちの３分の１が夜間に入りますと、あるい

はあとの３分の１が待機に入りますと、つまり２４時間サイクルのシフトに

入りますと、結果的には昼間には駐車場のスペースはその分要らないという、

これは１つの例ですけど。 

 医師もそうだと思うのです。医師も研修で来ておる場合と常時通っている

場合とはまた違ってくるという、そういう変化形が、駐車場の変化というの

はこれからまだ出てくると思うのですよ。もう少し熟成してきますと、働く

人たちのいわゆる勤務シフトが確立しますと状況はまた大きく変わってくる

ということです。 



 そういった意味をシミュレーションしますと、当初使った１,５００台の駐

車場で十分だと考えておったのですが、初期流動における夜間と昼間との、

駐車しなきゃならない人とそうでない人との差とか、あるいは医師の確保も

正直言いましてここまで一気に増えるということはありがたい想定外であり

ましたし、研修医も、これは研修医制度で１１名という、今なっておるので

す。初めは７名ぐらいからスタートしました。この１１名というのは、兵庫

県下でも指折りの研修医の集まるそういう病院であります。しかも、今回の

研修医に名を挙げている人たちは３４名もいらっしゃって、実際は１１名。

その２３名を、これはほかの病院が聞いたら何ということやと言うけれど、

お断りしなきゃならないという、こういう実態であるのです。ありがたいそ

ういう状況にあります。 

 そういうことも含めて、これから後期研修医がどのように残ってくるかと

か、今７５％の人たちが研修を受けて帰った人がこの病院に帰ってくるとか、

非常に良好な関係になっているというように、私はこの４年をしてまだ完成

形ではなくて、まだ１つの過渡的状況であるがゆえに、その１つの末端の表

情をあらわしているのがまさに駐車場の姿であるということであります。 

 これから駐車場も先行きのことを考えますと、例えば看護師の夜間の安全

を確保しなきゃならないとかいろんなことを考慮しながら、仮に今２００台

の追加をやったわけです。そうしますと、職員は当然優先してそこへ入って、

患者さんはできるだけスペースを病院に近いところに置くと。これは当たり

前の話でありますから、そういうことがもう少し状況を見た上において、今

ある駐車場を、例えば県と話し合って、今たまたま小野市の方では産業団地

の拡張をいたしております。そういうことも含めまして、新たに駐車場を確

保するのが望ましいのか、それとも人の流れを見たときに、いえいえ、無駄

な投資をしないで今のままでちゃんとお客さんである、いわゆる患者、顧客

満足度をちゃんとやって、やっていくのだったら無駄なそんな投資はする必

要はないということなのか。それとも、いわゆる諸般の需要で費用対効果を

考えたときに、やっぱり立体駐車場がいいということであれば、その選択肢

もあるということで最初に申し上げたわけです。これは、もう少し状況を見

ながら、動向を見ながらそのような判断をしたいと、このように思います。

駐車場の今ある不足台数をもって即にそれに対応するというのは、迅速に事

を進めるとはいっても早過ぎるであろうと、このように考えております。 

 ２つ目の北の拠点、西脇市民病院と南の北播磨総合医療センターを含めて、

全てのこの北播磨５市１町を圏域の中で医療構造を整えるために、予算とい

うのか、役割分担に見合う機能を充実して、そして、そこに費用を全体の中



で考えていくのはどうかと。非常に結構な話ですけれども、私は、やはり企

業長という立場からしますと、行政も経営であると同じように、病院もまさ

に経営であると。経営とは何ぞやということは、お互いに切磋琢磨しながら、

連携もしますけどもお互いにコンペティターとして競争し合う原理が必要で

あるという観点からしますと、みずからをもってこの病院を絶対的な地位に、

それはこの地域だけではなく小野市民と三木市民だけではなくて、北播磨だ

けではなくて、その他の者も含む急性期を担う幹たるそういう病院にすると。

そのためには、今この病院で、いわゆる予算も含めた損益というのはみずか

らをもってこの病院を経営していくという主体性がなければ、今の段階で連

携をとって仲よしクラブでやろうなんていっても、それは経営を甘くするこ

とになると。ですから、何もけんかして対抗するということを言っているの

じゃないですよ。お互いに、西脇病院は西脇病院の強みがあります。加西市

民病院には加西市民病院の強みがあります。民間病院には民間病院の強みが

ある。それぞれの弱みと強みを入れながら、まずはこの北播磨病院の経営を

健全化と。何といっても医療の高度な医療を提供する初期の目的をきちっと

達成すると。そのために私たちは闘うという、まずは主体性はそこを欠いて

はならないと、現時点では。そのように思いますので、お互いに予算までプ

ールしようと言っても、変な言い方ですけども、この５市１町の財政力を判

断されれば、それは、まず我々が声かけしてものってきてはいただけないと

思います。これは病院だけの問題じゃありませんから。そのようにご理解い

ただきたいと。 

 ３つ目でありますが、病床稼働率も含めて病院経営という立場からなので

しょうけども、目標を高く設定してということでありますけども、これは、

経営の観点からすれば、目標管理ということになれば、当然達成しやすい目

標を立てたら誰でもやれるわけなので、やはりその目標に対してある一定の、

それになかなか簡単には到達できませんよということのための目標設定とい

うのはあるべきであると。問題は、目標に対して結果がどうであったかとい

う再分析をきちっとやることなのですよ。その目標に対して多過ぎても何で

多過ぎたのか、甘かったのじゃないか。少な過ぎたら、それはだめだったの

じゃないかと批判するのではなくて、なぜ達成し得なかったかというその分

析をすることによってこの病院の機能面、損益面、それから処遇面、それか

ら看護師の対応面とか医師の働きやすい環境づくりということになってくる

と思います。 

 それぞれのものに対して、本当のことを言えば、システムの中に目標管理

的なものを今、私、入れようとしておりますので、いわゆるトータルクオリ



ティーコントロール、ＴＱＣという制度。小野市では、もう既に方針管理制

度というのはやっているのですけども。 

 例えば処遇改善をする、そのために何をするか。「のために何をするか」と。

経営改善をする、そのために何をするかというように、そういうふうに目的

手段、目的手段といって、展開すると言うのですけども、こういうような展

開のシステムをつくれば、企業長がかわっても管理部長がかわっても医師が

かわっても、このシステムが生き続ければここの経営は完全なものになって

いくと。そういう仕組みをどうやってつくるかということが大事であって、

目標を単に定めるということが、私はこの病院の狙うべき政策の方向性では

ないと、このように考えています。 

 ３つ目のご質問は非常にざっくりなご質問でありますので、私の方もそう

いうような形でしかお答えできませんが、以上、答弁といたします。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 

 再々質問はございますか。 

 以上で吉田議員の質問を終わります。 

 次に、５番、松原久美子議員の質問を許可します。 

 ５番、松原久美子議員。 

○５番（松原久美子） 

 三木市議会、公明党の松原久美子でございます。議長のお許しを得ました

ので、ただいまより私は質疑第１項目、一般質問２項目について質問いたし

ます。いずれも答弁は事務局にお願いします。 

 まず、質疑第１項目、専決第１号、北播磨総合医療センター企業団病院事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いします。 

 このたび平成２９年４月１日から健康管理室に新しく医師を迎え入れ、組

織充実のため名称を健康管理センターに変更し、同じく４月から始まる新専

門医制度に合わせ、新たに臨床研修センターを追加されるとのことでありま

す。医師確保が難しいと言われる中大変喜ばしいニュースと思います。また、

新内科専門医制度による内科の専門医育成も手がけ、臨床研修センターにお

いては、これからの医療を担う人材の育成の場となり、ここから多くの優秀

な医師の輩出がなされることを大いに期待しております。そこで、臨床研修

センターについて次の４点をお伺いします。 

 １点目、臨床研修センターの詳細、センターの担う役割、研修医の人数、

研修期間をお伺いします。 

 ２点目、センターを設置することによる当院のメリットをお伺いします。 



 ３点目、臨床研修センターの研修医の定数についてでございます。北播磨

総合医療センターは研修医から大変人気があるとお聞きしました。新専門医

制度が始まり、内科以外の診療科に広げる場合も考えられます。人材育成の

拠点としてますます活躍してほしいと思いますが、さまざまな制度の変更や

病院としての受入体制などを考慮すると勝手に増やすこともできないのでは

ないかと考えます。そこで、研修医の定数はどのように決められるのかお伺

いします。 

 ４点目、新専門医制度についてお伺いします。来年４月から当院において

は新内科専門医制度が実施されるようですが、新しい制度では、学会によっ

て認定基準にばらつきが指摘されていた専門医の認定を日本専門医機構が行

うとあります。そして、新専門医制度では、日本専門医機構が専門医の種類

を内科や外科など１９の基本領域にまとめました。そこで、当院において、

新専門医制度を他の診療科、例えば外科や小児科等に広げる予定はあるのか

お伺いします。 

 次に、一般質問、第１項目、新専門医制度で新設される総合診療専門医に

ついてお伺いいたします。新制度の特徴として総合診療専門医の新設があり

ます。総合診療専門医は、内科や外科など複数の領域にまたがり、病院で診

察するだけでなく在宅医療や介護サービスを受ける地域包括ケアシステムで

は重要な役割を担い、今後の高齢化社会、地域医療を考えた場合、その役割

は大変重要と考えます。そこで、次の２点をお伺いします。 

 １点目、当院で総合診療専門医の必要性があるのか、考えをお伺いします。 

 ２点目、診療科が複数にまたがり、在宅医療や介護が必要な場合、現場で

はどのような対応をしているのかお伺いします。 

 次に、第３項目、患者満足度調査結果についてお伺いいたします。 

 平成２９年１月に外来患者、入院患者に対しアンケートを実施し、それぞ

れ高い回収率で結果を公表しています。事業目標でも、患者サービスの向上

を図り患者満足度を高めるとあります。いただいたご指摘やご要望はしっか

りと調査し早急に改善を求めるものであります。そこで、次の３点をお伺い

します。 

 １点目、外来患者の待ち時間の長さについてでございます。待ち時間の長

さについては、今までもさまざまな議論の場で問題視されてまいりましたが、

なかなか改善が難しいようであります。今回の外来患者の結果では、外来受

け付けから診察までの待ち時間１２０分以上、診察終了から会計終了までの

待ち時間６０分以上がともに１３％であります。少数ではありますが、体調

の悪い中での待ち時間は大変苦痛であると思います。その考えられる要因と



改善策をお伺いします。 

 ２点目、入院患者の評価の結果についてでございます。入院患者の結果で

は、ほとんどの項目で４以上の評価であるのに対し、食事のメニューと消灯

後の配慮が４以下であります。病院の一番の使命は最高の医療の提供である

ことは十分承知しておりますが、入院中の唯一の楽しみである食事と、一番

安静にすべき消灯後の配慮の評価が低いことは病院全体の評価を下げかねな

いのではないかと懸念いたします。そこで、それぞれの原因と今後の改善策

をお伺いします。 

 ３点目、改善結果の告知についてでございます。アンケートの結果につい

ては広報紙やホームページにも掲載され、ご意見やご要望などについては主

なものに対し答えられています。それは、これからこう取り組んでまいりま

すというような表現になっています。しかしながら、意見した方々は、自分

の意見がどのような結果になったのかまで知りたいのではないでしょうか。

ご意見をいただき、どのように取り組み、結果どのようになったかまで誠意

を持って答えていくべきと考えます。そこで、要望などを受けての答えを含

め、改善結果はどのように知らされるのかお伺いします。 

 以上、質問といたします。 

○議長（草間透） 

 質問に対して、答弁を求めます。 

 藤井管理部長。 

○管理部長（藤井大） 

 まず質疑の１の１点目、臨床研修センターの詳細についてお答えいたしま

す。 

 厚生労働省が定めている医師の大学卒業後の研修は、卒業後義務づけてい

る最初の２年間の臨床研修に従事する初期研修と、それから、初期研修修了

後のおおむね３年間の専門医資格取得のための臨床研修に従事する後期研修

となっております。 

 当院の臨床研修センターは、昨年度まで初期研修医を支援してきた医師育

成支援室を平成３０年４月から実施される新専門医制度に対応するためにセ

ンター化したもので、このセンターは具体的には研修計画の策定及び管理、

研修医の募集及び採用、その他研修医の管理を行います。 

 次に、研修医の人数でありますが、平成２９年度の初期研修医は神戸大学

たすきがけコースの３名を含めまして１年次が１３名、２年次が８名の計２

１名と、後期研修医の２６名を合わせて合計４７名となっております。なお、

この研修医の人数は、医師の偏在によりその確保が非常に厳しい環境下にお



いて、病院設備の充実と優秀な指導医や充実した研修プログラムを用意して

積極的な募集を行ってきた結果であり、マグネットホスピタルを理念に掲げ

た病院統合の１つの大きな成果であると考えております。 

 次に、質疑１の２点目でございますが、臨床研修センターの設置のメリッ

トについてお答えいたします。 

 臨床研修センターの役割は、１点目でもお答えいたしましたが、その目的

は平成３０年４月から始まります新専門医制度にも対応するために設置した

ものであります。臨床研修センターを設置することによるメリットは、初期、

後期の研修プログラムの適正化を図ることができること、また、初期研修の

実施体制の充実と新専門医制度における専門研修の基幹施設及び関連施設と

しての研修の実施体制を強化することにございます。 

 次に、質疑１の３点目、定数はどのように決められるのかについてお答え

いたします。 

 まず初期研修医につきましては、病院施設の規模や初期研修の指導医数、

また、受入実績等を考慮した上で厚生労働省が受入定数を決めています。平

成３０年度の受入定数は１１名となっています。 

 次に、後期研修医につきましては、新専門医プログラムにおいて日本専門

医機構が受入定数を決定いたします。平成３０年度の受入定数は、内科専門

研修で７名となっております。また、実際の臨床研修センターの研修医の人

数につきましては、これらに他院の専門研修プログラムの関連施設として受

入れる後期研修医が加わる人数となります。 

 次に、質疑１の４点目の他科に広げる予定はないかというご質問でござい

ますが、内科分野以外の新専門医制度の研修につきましては、新専門医制度

の専門研修プログラムにおける基幹施設等の定められた施設基準、それから

指導体制は当院は整っている状況にありますが、全国的には主に各大学の附

属病院が基幹病院として専門研修を実施されることとなっています。したが

いまして、内科分野以外の新専門医制度による研修を他科に広げる予定はご

ざいません。 

 次に、一般質問の１の１点目、総合診療専門医の必要性についてお答えい

たします。 

 議員が説明されました総合診療専門医の役割はそのとおりであると理解を

しております。また、総合診療専門医の必要性といたしまして大きく３点あ

ります。１点目は、患者が身近な診療所よりも大病院を積極的に受診しよう

とする傾向があり、結果として大病院に患者が集中している課題に対応する

こと。 



 ２点目は、特に慢性疾患について複数の疾患の医学的管理を必要とする高

齢者が増加していること。 

 ３点目は、地域包括ケアシステムを構築していく中で、地域では多種多様

な疾患や健康問題への対処が求められるほか、予防医学的なアプローチなど、

領域を問わない総合的な対応が求められることがあります。 

 こうした社会の必要性は理解しておりますが、当医療センターでは、患者

さんを広い観点から診察を行う診療科といたしまして既に総合内科という診

療科がございますが、そこには優秀な医師がチーム体制を整えて内科、外科

を横断的に振り分ける優れたシステムがございます。したがいまして、当院

に総合診療専門医を配置する必要性はないと考えております。 

 次に、一般質問１の２点目、複数の診療科にまたがる場合の現場の対応と

いうご質問ですが、高齢者の慢性疾患については、複数の診療科にまたがる

場合が増加しております。当医療センターでは、そういったケースに対応す

べく１人の患者さんに対して内科系、外科系の複数の診療科が横断的に体制

を組む６つの臓器別・疾病別センターで対応するとともに、他職種でのチー

ム医療にも取り組み、患者様にとっての最善の治療を実施しております。 

 また、そういった患者さんが当医療センターから退院される場合にも、前

の質問にもございましたが、当院の地域医療連携室が在宅医療や介護などが

必要となる場合など、その患者さんの状況に応じて地域の病院やかかりつけ

医、福祉施設、それから地域包括センター等々への連絡調整を行ってそこへ

引き継げるようきめ細やかな対応を行っております。 

 そして、患者さんが退院後の生活も含めて安心して暮らせるようにするこ

とで、当医療センターに来てよかったと思っていただけるように今後も取り

組んでまいりたいと考えております。 

 次に、第２項目の１点目、待ち時間の原因と改善策についてお答えいたし

ます。 

 まず、外来受け付けから診療までの待ち時間が１２０分間と大変長くお待

たせしている場合があるという調査結果が出ている点につきましては、病院

としては患者サービス向上の観点から大きな課題であると受けとめておりま

す。その原因といたしましては、検査などで結果が出るまでに１時間から２

時間を要するものもあり、その結果が出ないと診察ができないことから診察

まで時間がかかってしまうということがございます。そのほか根本的な問題

として、患者数が多く時間内に診療可能な患者数を超えてしまっているとい

うことがあり、効果的な改善策が打ち出しにくい面がございます。 

 改善策といたしましては、患者数に見合うだけの医師の増員について関係



機関に要望等を続けてまいりたいと考えております。 

 また、長くお待ちいただいている患者さんについては、少しでも待ち時間

を有効に利用していただくために、１階の図書コーナー前で専門の医師や看

護師が講師となって、健康管理であったり病気の予防に関するミニ講座を毎

回テーマを変えながら開催するなど、患者サービスの向上に努めているとこ

ろでございます。 

 次に、診察時間から会計終了までの待ち時間についてでありますが、６０

分以上との回答が１３％という集計結果になっておりますが、この原因とい

たしましては、調査時点が年明けの１月ということで患者数が非常に多い時

期で、一時的に混雑した時期であったことが考えられます。それ以外の時期

では、まれに費用計算に当たって診療内容や保険適用についての問い合わせ

を行わないと計算できないというものもありますので、多少そういったもの

に時間を要する場合もありますが、ほとんどの患者さんが１５分から３０分

程度で会計まで済まされているのが実情でございます。 

 現状といたしましては、医事管理業務の委託業者の職員が窓口対応を行い、

自動支払機にも職員やボランティアの方々が精算の補助を行うなど待ち時間

の短縮に努めておりまして、５分刻みで表示しているただいまの待ち時間と

いうものでは、ほとんどが１５分以内となっているものと考えております。 

 次に、２点目の入院時の食事と消灯後の配慮についてお答えいたします。 

 まず前提として、この評価の数字ですが、評価の４というのがどういう評

価なのかということです。アンケートの回答区分といたしましては、５段階

の回答をいただいておりまして、満足が数字の５、それから不満が１という

設定で、その中間にあります普通というのが３の評価になっており、４の評

価というのはやや満足という評価となっております。 

 ご指摘の食事のメニューの評価が平均が３.４、それから、消灯後の配慮の

評価が平均が３.８ですので、確かに他の項目に比べますと、他の項目が４以

上とやや満足以上の評価をいただいておりますことに比べれば、比較して低

い評価となっておりますが、いずれも普通以上の評価をいただいているもの

と認識をしております。食事のメニューの評価が比較的低い理由は、患者さ

んそれぞれの嗜好の違いなどが原因ではないかと考えております。 

 また、消灯後の配慮については、消灯後の声や音がうるさいというご意見

がございまして、これは、主にスタッフステーションで鳴る警報音が考えら

れますが、患者さんの急変に対応するためにこれは必要なことからご容赦い

ただきたいというふうに考えております。スタッフの声につきましては、ご

意見を所属で共有し改善してまいります。そのほか、患者さんや見舞いの方々



のお話をされる声につきましては、張り紙等によって注意喚起をしてまいり

ます。 

 次に、３点目の改善効果の周知についてお答えします。 

 患者満足度の調査の結果については、院内の患者サービス向上委員会に報

告し、改善策などを協議し、各担当部署に持ち帰って情報共有して改善に取

り組んでいます。集計結果は、院内の掲示板に掲示するほか、病院のホーム

ページにて公表を行っております。 

 今後は、毎年同じ項目で調査を続けることによって、どの項目が改善され、

どの項目が改善されていないかなどの把握を行って、常に患者ニーズに対応

した改善に取り組んでまいりたいと考えています。そして、それらの改善結

果については、掲示板やホームページなどで適宜お知らせしていきたいと考

えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 

 再質問はありませんか。 

   【「議長、５番」の声あり】 

○議長（草間透） 

 ５番、松原久美子議員。 

○５番（松原久美子） 

 各項目にわたり丁寧なご答弁、ありがとうございます。 

 それでは、質疑の第１項目について再質問をいたします。まず第１項目、

１点目は事務局にお願いします。 

 １点目、センターを設置することによるメリットについてお尋ねしたとこ

ろなのですが、メリットとしましては、研修プログラムの適正化や研修の充

実が図られるといった内容のご説明だったと思います。本当に医療従事者の

立場からしましても、私たち、この病院の中を知っている議員からしまして

も、本当に研修医が増えてくれるということは本当にうれしいというニュー

スなのですが、一方では、利用される患者さんの立場では、まだまだ研修医

という認識が浅くて、研修医とはまだまだ一人前の医師ではないのではない

かという不安の声もお聞きすることがあります。そういった誤解をしっかり

と払拭して安心感につなげる必要があるのではないかと考えますが、その点、

いかがでしょうか。 

 次に、一般質問、第１項目、第２項目について再質問いたします。 

 第１項目、１点目は企業長にお願いいたします。総合診療専門医について



お願いします。 

 先ほどの当局のご説明では、総合診療専門医は、今のところ総合内科で同

じような役割を担っているということで、そういう専門医は置かないという

ことでご答弁をいただいたのですが、やはりここでは、本当に先ほど来から

同僚議員の質問でありましたように、地域包括ケア、また地域医療連携、ま

たそういったものを支えていくという観点から、総合診療専門医は将来的に

は本当にこの病院に必要ではないかというふうに私は考えております。 

 先ほどご説明があった総合内科があるというのであれば、そこに本当に総

合診療専門医、お聞きしますと、全ての診療科を専門的に知っておられると

いう本当にお医者様の中の神様のような存在だというふうにお聞きしており

ますが、この総合内科の中にそういった専門医がおられるということだけで

もこの病院の強みにもなりますしＰＲにもなりますし、また、支援している

三木市、小野市両市民にとっても本当に誇りになっていくのではないかと思

います。今、新制度が始まったばかりで動き出したところでございますので、

今すぐどうこうとは言えないと思いますが、今後、いろんな動きを見る中で、

この病院に総合診療専門医を置く可能性というのが考えられるのかどうか、

お考えをお聞きしたいと思います。 

 次に、一般質問、２項目めについて２点お伺いします。答弁は事務局にお

願いいたします。 

 １点目は、入院患者の食事についてお尋ねいたします。改善のために具体

的な食事内容に特化したアンケートも必要ではないかと考えています。その

点いかがでしょうか。お考えをお聞かせください。 

 ２点目は、アンケートの結果などを鑑みて必要であれば業者を変えてみる

ことも考えられますが、可能であるのかどうかお尋ねいたします。よろしく

お願いいたします。 

○議長（草間透） 

 再質問は終わりました。答弁を求めます。 

   【「議長」の声あり】 

○議長（草間透） 

 松井理事。 

○理事（松井誠） 

 事務局の答弁が２つありましたが、そのうちの１点目の研修医が非常に多

くこの病院に応募いただいて採用しているという中で、研修医がしっかり取

り組んでおられることを市民の方々にもっと広くＰＲをしてはどうかといっ

たようなことかと思いますが、これにつきましては、今答弁で申し上げまし



たように、初期の研修医が２１名、それから専攻医が２６名、現在おられま

す。初期の研修医は免許を取られてから１年目と２年目ということになりま

すので、この先生方は各診療科を回られて勉強される方が主になりますので、

主治医を持つということはありません。直接診療をみずからするということ

ではなくて、それぞれの医長以上の先生がされているところに横につかれて

勉強される。また、指導医の先生がそこのところを指導されるといったこと

になっています。 

 一方、後期の研修医なのですが、後期の研修医は１年目、２年目の研修が

終わって、今度はそれぞれの自分の進みたい専門の領域の部分、例えば内科

の中でも総合内科であったり消化器内科であったりというふうに決めて行か

れる先生と、内科全体を見たいというような先生、それから、外科とか整形

外科とかある程度領域を決められる先生、それぞれあるのですが、この先生

方は病棟でも主治医を持たれます。こういったところで、また、外来の中で

も、例えば消化器内科の先生ですと、実際にカメラ等もどんどん研修、やら

れているということがありますので、そういったあたりの診療の取組みにつ

いて、一度は市の広報で研修医の一日といった形で研修医が非常に活躍され

ているようなところの特集を組んだことがございます。 

 こういったことも含めて、今後もホームページとか、それから両市の広報

で機会あるごとに研修医が多く来られてこんな活躍をされているとか、また

研修医の違う側面も含めてお知らせするような機会をぜひつくっていきたい

と思います。 

 研修医に関しては、再質問、以上、答弁とさせていただきます。 

 続きまして、食事です。入院の給食の関係で改善に向けてのアンケートが

できないかというご質問と、あわせまして給食の事業者の交代も含めたそう

いった検討はできないのかというご質問に対してお答えいたします。 

 食事に関する嗜好のアンケートにつきましては、現在も年３回程度行って

いるところです。ただ、これは全数調査というようなものではなく、例えば

糖尿食ですとか、やわらかい全かゆ食とか軟菜食とか、そういったものに焦

点を当ててその都度改善に向けてアンケートをしておりまして、その結果と

しましては、先ほどの患者満足度調査と同じように段階評価なのですけども、

例えばかたさでしたらちょうどよいとか、味の濃さ、ちょうどよいとかを中

心に５段階ですけども、評価としてはちょうどよいというふうなお答えをい

ただいているものが多くなっている状況です。そういったものを積み重ねな

がら食事の内容は改善を重ねていっているところです。 

 ただ、事業者の関係ですけども、この給食業務につきましてはこれまで履



行上問題なく継続しておるところで、開院以来４年がたつ中で、そろそろ事

業者の選定を行う時期に来たというふうに病院としても考えておりまして、

現在、プロポーザル方式による選定作業を進めているところです。 

 この選定の機会を捉えまして、先ほどの患者満足度調査で個人の嗜好にも

よるというふうなことを申し上げたかと思いますけども、そういった個人差

や嗜好にも対応し、今後満足度を高めていくために、今事業者からの提案に

求めております仕様書におきまして、患者さんの病態ですとか栄養状態、摂

食状況、食物アレルギーなどはもちろんとしまして、そのほか嗜好などにも

応じて個別対応食の提供の項目を追加しておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（草間透） 

 蓬萊企業長。 

○企業長（蓬萊務） 

 再質問にお答えいたします。 

 その前に、今の食事の件です。おいしくないというのはよく聞きますし、

それに対して、院長とか副院長に実際の病院食を食べてくださいと、実際は

チェックも兼ねて食べていただいておるのです。 

 実はいろんな人の話を聞きますと、一方では、患者さんは病院食というの

はまずいということはある程度分かって入院されていると。だといってそれ

に甘えちゃいかんわけですけども、ただそのときに、病種によって、例えば

平均入院日数というのは大体１３日ですよね。理想的なというのか、平均、

この北播磨総合医療センターは経営面も含めて、それから病気の状況におい

ても大体１３日を基準にして動くと。最初、入ったとき、おそらく大体の人

は１０人中８人ぐらいの人は、意外に病院食、おいしいねと言うのは大体最

初の３日、４日なのです。ところが、治療を受けていく段階においてだんだ

ん、同じもので同じ味つけをしているのだけども、まずいと言う。そういう

ぐあいに病院食が変わったのではなくて、患者の状況が変わることによって

味覚が変わってくることによってまずいということになってくるのです。 

 そういうことは実は意外に論じられていないのですけども、実際そういう

こともあるのです。だから、時々この病院食、途中で変わったのと違うかと

いうような話が時々出たり、そこは、それはきちっと計量化されてつくられ

ているのですけども、自分の体調が変わっていっているのにそれでまずいと

言うのは、それだけでも２週間のうちに３等分ぐらいに分けますと、症状が

いいときと、検査や何かして、途中でもう全然おいしくないと。それから、

退院間近になると結構これもおいしいねと、こういう変化もあるということ



も事実であるというもう１つの側面。 

 それから、もう１つはやはり、先ほど言いましたように、ちゃんとした病

院食は、その病症、病状によってそれぞれ差別化された対応をしております

から、それはやっぱり医療を受けることを第一義的に、何もおいしいご飯を

食べるためにここへ来てるわけじゃないですから、その辺はやはり患者意識

もしっかり変え、一方では大変厳しい言い方ですけども、これはやっぱり我

慢してもらわないと仕方がないというところはあるのじゃないかと。でも、

ほとんどの患者さんは我慢されていないです。ひそかに皆さん、勝手に、外

科とかそういうところの人は購入されたり、あるいは自分で、例えばパンで

あるならばバターがおいしくないのでジャムを入れてみたり、それは栄養は

何もないのですけども。ただ病院としては、画一的に一定の病院食をつくら

なきゃならない、大量につくらなきゃならないということもありますので、

そういうことも側面を変えて見ると、ただし病院へ来た人が病院食、まずか

ったなと、こういう話になるということなので、そない言うたらもう答弁に

ならないじゃないですかということになるのですけども、そういうこともや

はり現実的に直視して我々は経営上のことも考えてやっていかなきゃならな

いということです。 

 まずは医療を第一に考えて、二次的に食事体制をきちっと整えること、そ

れはちゃんと計算された上においてやるということであります。それでなお

おかしいということであれば、それは、やっぱり競争の原理で業者を変える

ことは当然お互いに意識があって、いわゆるクオリティーアンドコストアン

ドデリバリー、品質とコストをちゃんと考えて提供してもらわないと困ると

いうことだと思いますので、それはやっぱり永遠の課題としてこれからもチ

ャレンジをしていきたいと思います。 

 それで、私への質問でありますけども、先ほど来の答弁になりますように、

多種多様な患者とか、あるいは健康問題の対処ということは求められるわけ

でありますので、そういうことで、私は総合医というのは、この病院をつく

るときに、一番最初には、これからの医療というのは総合医なくして医療な

しと言っても過言ではないというぐらい、病気というのは１つの病気だけで

はなくていろいろ関連しているわけです。しかも高齢者の病気が多くなると、

なおさら１つの病気だけではなくて、ほかの病気もやっぱり関連しています

から、そういうことで総合医的な治療というのは好むと好まざるにかかわら

ず、より日本の医療構造の中ではもっともっと総合医というのは増やしてい

かなければならないし、また増えていくだろうと予測はしています。 

 ただし、そういう中で可能性はどうなのですかということで、私は可能性



とはそういうことだと思います。ただ、この病院としては一番最初にあった

のは、それぞれの医療からセンター制をいち早く引いたのです。これは総合

医へのプロセスとしては、結果的には、センター制というのはそれすなわち

複合的な医療を総合的に診ていこうという環境を、その途中、プロセスにお

いて設定したということであります。ですから、人間ドックもそうであるの

ですけど、単に人間ドックをするだけじゃなくて、人間ドックを通じて予防

医学的なことの指導もしていこうということで、そういうセンター的なこと

もやっているという。つまり、あくまでも今ある病気に対してどう対処する

だけではなくて、予防医学に対してどうしていくかということも含めて総合

医的なものは必要であろうと思います。 

 ただ、１つだけ、ポイントは、総合医をするようないわゆる総合診療専門

医の総合内科で対応ということになってきますと、その辺のところははっき

り言いまして、病院というのは経営は我々企業団としてやっていますけども、

医療の世界については病院長、そして副院長を通じた病院の、私も経営会議

に出ますけれども、幹部でいろんな方向性については十分いろんな議論をさ

れているのですよ。その議論の中で、例えば大学病院との連携とか医師の確

保とか研修医の数とか、それからこの病院における現在の実力の問題とか、

それから看護師の配置状況とか設備、機器の問題とか、それから病床利用率

の状況とか、多面的な検討の中で今現在はこういうシステムがいいだろうと

いう方向性を病院長を中心として定められておりますから、それに対して、

我々経営をしている側からその医療の根幹のところに対して、こうしなさい、

ああしなさい、こうすべきだというのは、どちらかというと、それが病院経

営の失敗のもとになるということが、たくさんの事例を私は見てきています。 

 特に、例えば首長が大学病院へ行って何としてもこの医者をくださいとか

言えば、そこで医師がとれるように思いますけども、それは、主体性を持っ

た形での努力というのはあるのですけども、それをやればやるほど逆に医師

は確保できないというもう１つの側面があるのです。それは、それ以上はち

ょっと言いにくいのですけども、いろんな背景があります。お願いします、

何かうちに対して医師を確保してくださいというのを我々側から言う場合は

必要でありますけども、一方では、そういうことをやらなくても大学病院と

の連携とか、そういう研修医との連携とか、それから指導体制とか、全体の

最適解の中で医師を確保していくことを考えていくためには、必ずしも積極

的にそういうことを動いていくことだけがこの病院の医療を充実していくこ

とにはならないわけなのです。 

 ですから、私が思うのは、総合医の将来性とか総合医の時代が来ることは



間違いありませんけれども、医師の配置とか仕組みというのは、病院長をは

じめとする医師の幹部の人たちの考え方をまず主体的に尊重していきたい。

これは、何も我々は非積極的になっているということではないのです。非積

極的に見えるけれども、実はそれが積極的な医師の充実につながるというこ

とでありますので、総合医もその中の、充実もその中のような理念の延長線

上にあると、このようにご理解いただきたいと思います。 

 ご理解いただけたかどうか分かりませんが、以上、答弁といたします。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 

 再々質問はございますか。 

   【「議長、５番」の声あり】 

○議長（草間透） 

 ５番、松原久美子議員。 

○５番（松原久美子） 

 丁寧なご説明ありがとうございました。 

 研修医のことから総合診療専門医のことまでご説明いただいたところで、

もとの質問に戻ってしまうのですが、松井理事の方から、研修医の誤解を解

くためにということで、私の質問の答弁として、おそらく小野市さんの広報

紙でも研修医の特集を組んだということで周知をされたということで、本当

にそれは知っていただくためには必要なことではないかなというふうに私も

感じております。 

 病院の方にも広報紙はありますけれども、入院患者さんとか病院関係者の

方の一部ぐらいしかなかなか見る機会がありませんので、ぜひとも三木市、

小野市両方の広報紙でこの研修医、また、研修センターについては広報して

いただきたいなと思うのですが、三木市に関しましては、過去私の記憶に基

づくと、最先端の医療機器が入りましたという広報はあったと思うのですが、

こういったソフト面ではなかなか広報がなかったと思います。 

 そこで、副企業長にお聞きしたいのですが、こういった研修医制度、診療

研修センター、こういったものを三木市の広報にでもぜひとも取り上げて広

報いただけないかと思いますが、その点、いかがでしょうか。 

○議長（草間透） 

 仲田副企業長。 

○副企業長（仲田一彦） 

 三木市の広報もどんどん利用してＰＲしろということなので、いい話であ

りますので、積極的に活用していきたいと思います。 



 以上です。 

   【「議長」の声あり】 

○議長（草間透） 

 蓬萊企業長。 

○企業長（蓬萊務） 

 副企業長の方がそういうお答えをされたのですけども、大事なことは、こ

の種のことの情報は、小野と三木の広報紙はできるだけ話し合って同じ情報

を共有して一元化して、そして広報に流すと、この調整はぜひさせていただ

きたいと思います。三木は三木でやっています、小野は小野でやっています、

これはまずいと思うのです。やっぱり病院から発信する医療にかかわる情報

というのは、調整をさせていただいた上で、そして同じような次元で発信を

すると。それにプラスアルファされるかどうか、これは別の話です。これは

それぞれの市の持っている自由性でいいと思いますけど、それが１つです。 

 それからもう１つ、松井理事の方からお答えした中で、先ほども質問があ

りましたけども、研修医に対する不信感です。それを我々特集したのは、そ

れだけじゃなくて、実は本来の医療を、入院患者もそうでありますけども、

研修医がするように皆見るのですけども、実際は何年も経験のある医師とセ

ットで研修医が動いていると。ここがあまりＰＲされていないのです。絶対

に研修医だけで１つの治療の方針を決めたり治療の方向性を決めたり、やっ

ているのではないです。そこはぜひとももう少し分かっていただくように発

信をしていく必要があるかなと。何ぼ研修医が終わって２年、そして後期研

修医になるともうプロフェッショナルになっているのですけど、それでも研

修医、大体名前が悪いね。だから、そういう結果として研修医やからなとい

うことになるのですけども、実際は、医療方針というのは単に１人で決めて

いるのじゃないのだと、そこだけはご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（草間透） 

 以上で松原議員の質問は終わりました。 

 次に、３番、堀元子議員の質問を許可します。 

 ３番、堀元子議員。 

○３番（堀元子） 

 三木市議会の堀元子です。 

 北播磨総合医療センター企業団議会におきまして、発言通告書に基づいて、

今から一般質問を行います。 

 まず、３項目のうち第１項目から行います。その１、新専門医制度につい



てお尋ねいたします。 

 ２０１８年４月から新専門医制度が導入されますが、どのような制度なの

か。複雑と言われるこの制度をできるだけ簡潔にご説明ください。この新制

度の導入により当病院にどのような影響が予想されるのか、また、その対策

をどのように考えておられるのかご説明ください。 

 次に、第２項目です。当医療センターのスタッフの子育て支援に関するフ

ォロー体制についてお尋ねいたします。 

 地域の皆様に高度な医療を提供するため、また、医業収益を確保して安定

経営を確かなものにしていく上でマンパワーが最も大切であると考えます。

特に、多忙な労働環境と子育てを両立させていく必要のある方々に対する配

慮の充実は当医療センターの安定経営とも密接なつながりがあり、時代の要

請でもあります。 

 去る３月２８日に、当医療センターの女性スタッフが院内保育所利用者に

自主的に子育て支援についてのアンケートをまとめたものをもとに院長先生

と理事長宛てに要望書を出されたと聞いております。院長先生が子育て中の

女性スタッフの声に理解を示してくださり、その後も数度面談が行われたと

聞いております。また、その中で意見交換もなされ、病院内から内部からの

声で状況が改善されていることは大変すばらしいことと受けとめております。

これを１つの機会と捉え、女性のライフステージに応じた対策を拡充、当病

院の魅力として情報発信につなげることを希望いたします。そこで、以下の

点についてお尋ねいたします。 

 １、アンケート結果と要望書をどう受けとめておられるのかについてお聞

かせください。 

 ２、病児保育体制づくりについてどうお考えなのかお聞かせください。 

 ３、院内保育所の保育士人数体制の見直しについてのお考えをお示しくだ

さい。 

 ４、子育て支援相談室、院内保育所保護者会の設立の要望について、その

後どのようになっているのか教えてください。 

 大項目３、質問２との関連で、院内保育所が手狭であり、また、園庭が遠

くにあり日よけもないため、子供たちの運動能力の発達を懸念する声がござ

います。成人してからの運動能力というのは６歳までの運動量と密接な関係

にあり、正比例するとのスポーツ大学によるデータもございます。この点は

私も非常に心配している次第でございますが、そこで、以下の質問について

お答えください。 

 １、院内保育所の児童数と面積について。 



 ２、このたび新宿舎を建設するための実施設計費５,０００万円が計上され

ていますが、新宿舎に園庭問題解決のための院内保育所を移動できないのか

についてお尋ねいたします。 

 以上で１回目の私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（草間透） 

 答弁に入る前に、お手元のマイクのスイッチ、発言者以外は切ってくださ

い。確認をお願いいたします。 

 それでは、質問に対して答弁を求めます。 

 藤井管理部長。 

○管理部長（藤井大） 

 まず第１項目の１点目、新専門医制度についてお答えいたします。 

 松原議員のご答弁でもふれさせていただきましたように、新専門医制度の

目的は、大学卒業後の医師が専門医としての質の向上を目指す教育制度でご

ざいます。旧制度では、各学会が独自に専門医制度を運用してきたために、

各学会の専門医認定基準の統一性が十分でなく、専門医の質が一定でないこ

と、また、患者や国民から見て分かりにくいことなど、これまで我が国には

専門研修についての標準的な仕組みがなかったことが課題であると言われて

きました。そのため、国民の視点に立った上で医師の質の一層の向上を目指

すことを目的として新たな専門医制度の仕組みが構築されることになりまし

た。 

 新制度では、中立的な第三者機関として日本専門医機構を設立し、機構が

専門医の認定と養成プログラムの評価、認定を行うもので、従来の内科、外

科など１８の基本領域に総合診療科を加えた１９科の基本領域を設け、専門

医の認定を行うこととなっております。さらに、内科や外科などの基本領域

の中に消化器、呼吸器など、より詳細な各領域専門医、これをサブスペシャ

リティー専門医と呼びますが、これを設け、専門医の養成、認定を行うこと

となります。 

 具体的な研修につきましては、まず、基本領域ごとに基幹施設と連携施設

等からなる専門研修施設群を構成し、施設群が研修プログラムの作成を行い

ます。そして、日本専門医機構の認定を受け、基幹施設が研修医を募集し、

連携施設等と連携しながら初期研修終了後からのおおむね３年間、基本領域

と各専門領域の研修を行うものでございます。 

 次に、第１項目の２点目、当病院への影響と対策についてお答えいたしま

す。 

 当センターは、内科専門医の基幹病院として神戸大学や西脇病院、加西病



院などを関連施設とする病院群を構成しており、その内科専門研修医の募集

定員は７名となる予定でございます。また、研修の関連施設として内科、外

科、小児科など１３の領域において神戸大学などを基幹病院とする研修施設

群に参加し、各基幹病院から研修医を受入れることになります。 

 このような中で、新制度の導入による当院への影響でございますが、一般

的には、初期研修を修了し専門医研修を受けようとする専攻医の偏在が進む

ことにより、特に関連施設では専攻医確保が困難となって安定した地域医療

の提供に影響が出るのではないかと懸念されております。 

 当医療センターは、内科専門医の定数が７名となっていますが、現在は１

学年で５名程度の内科領域の専攻医を採用しておりますので、募集定数７名

の採用ができれば医師確保の点では制度の影響は比較的少ないものと考えて

おります。 

 また、内科以外の領域については、神戸大学が研修基幹施設となり、当医

療センターは関連施設として研修医の受入れを行うこととなるために、現在、

専攻医が大学の医局人事で赴任していることとおおむね同様となります。な

お、内科領域以外は直接専攻医を募集できないため、初期研修医で当院での

先攻医研修を受けたいと希望した医師が当院に残れないというデメリットが

あります。 

 そして、この新専門医制度への対策という点では、内科専門医の確保をい

かに行うかが最大の課題となりますが、多くの症例や充実した指導医の存在

は研修病院としてのポテンシャルが非常に高く、新専門医制度における専門

医確保には逆に大きなメリットとなるものであると捉えています。そして、

充実した初期研修を行うことにより、初期研修に引き続く専門研修希望者の

確保や、多くの熱心な指導医による魅力ある研修プログラムの提供によって

応募者の確保に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、第２項目と第３項目につきまして一括してお答えいたします。 

 当医療センターは、その基本理念であります患者と医療人を引きつけるマ

グネットホスピタルの実現には、医師、技師、看護師など医療人にとってや

りがいがあり、働き続けられる環境をつくっていくことは非常に重要なこと

と認識をいたしております。そのため、院内保育所の利用者である職員から

要望、ニーズを把握し対応していくことも必要なことではございますが、院

内の職員のアンケートや要望書、そしてそれに係る職員の発言等に基づく質

問は企業団の組織内のことであるとともに、職員がどのような要望を行った

かの個人的な情報でございます。本件につきましては、一切今公表等を行っ

ておりませんので、なぜ、そのような内部情報を議員がお知りになったのか



は存じませんけれども、企業団にとりましては、保育所等を今後どうしてい

くかの意思決定プロセスに係るものでございますので、答弁いたしかねます

ので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 

 再質問はありませんか。 

   【「議長、３番」の声あり】 

○議長（草間透） 

 ３番、堀元子議員。 

○３番（堀元子） 

 まず、第２項目と第３項目についてですが、内部の情報とおっしゃいます

が、実際にお勤めの利用されている方々から私がずっと聞いている話でござ

いまして、私はこの病院の医業収益を安定させるため、そしてまた、よりよ

い病院をつくるためにスタッフの充実、そして、特に女性スタッフの充実と

いったものについては今までもずっと質問させてきていただいている次第で

ございます。そして、その中から皆さん方とお話をお伺いさせていただいて

いる次第でございますので、その点はご了承くださいませ。 

 また、この院内保育所につきましてはお尋ねしたい点もあるのですが、ま

ず現在の利用者と、それから、それが医師であるのか看護師であるのか事務

職であるのか、それから薬剤師や技術職であるのか、その内訳についてもま

ず１点、管理部長にお尋ねしたいと思います。 

 次に、これは企業長にお尋ねしたいと思います。今回の質問の件ではござ

いませんが、今までもずっと質問させていただいている点なのですが、女性

の、特に夜勤をされる看護師さんであるとか医師からの声で院内保育所を充

実させてほしいというものがございます。今現在、日本の若い医師は３割、

４割が女性なのです。医学部に入ってその方々が一人前になるのに国は約１

億を投資しております。その方々が現実に仕事をされ、また結婚、そして出

産という状況を迎えられたときに、女性医師というのは７割が同業である医

師と結婚いたしております。したがいまして、安心して子供を預けられる場

所、そして、どうしても残業が伴う遅くまでの仕事が伴う仕事につきまして

は、ここの２４時間の院内保育所等が非常に活用されるわけですが、大変手

狭なところでございますので、３歳ぐらいまではいいですが、３歳、４歳、

５歳になれば、やはり園庭のある幼稚園、保育園を望まれ、移動される方が

ほとんどでございます。また、園庭もございますが、非常に離れたところに



ありますので、これを何とか近くにつけてほしい、又は今度新宿舎を建設さ

れるのでありますから、そこの１階部分に、園庭の横のところに建てられる

わけですからそれを活用してほしいということがあるというのを聞いている

ということでございます。 

 これらの方々に対するきめ細やかな対応をしていただくということは、医

療の人材を育てるということにもなり、また、当病院にとっても５年後、１

０年後、必ず強みになると思いますが、いかがお考えでしょうか。 

 以上２点、お伺いいたします。 

○議長（草間透） 

 事務局、藤井管理部長。 

○管理部長（藤井大） 

 再質問にお答えいたします。 

 再質問は、私への再質問は院内保育所の利用者の内訳ということで、職種

別の内訳というご質問であったかと思います。 

 現在、院内保育所の利用は数字として集計しておりますものは、４月以降

で集計、今回したのですが、平均１日約１０名の利用がございます。今のご

質問の職種別ということになりますと、実際、昨日お電話いただいてから、

それからデータをとったわけですけれども、実際、保育所からは毎日日報と

いう形の報告書が上がってきまして、その中には、その日何時から何時まで

どの子供さんがということで、職種別でデータをとろうとしますと、その日

報を全ての子供さんの数を我々の職員の親と突合させながら集計していくと

いうか、こういう作業が必要になってくるわけでございます。そこで、集計、

分析をしたのですけれども、一応７月、この１か月に限ってのその分析を行

いましたので、ご報告をさせていただきたいと思います。 

 職員数は、現在、当院で正規、嘱託含めまして約７８０名の職員がおりま

すが、そのうち子供のいる職員は、これは、個人の医療の扶養の情報から職

員一人一人を拾い出して子供がいるかいないかのデータで分析をしたわけで

す。職員のうち子供がいる職員は男性で４２、女性で４７、合計８９名の方

がこの院内保育所に行かれる対象の職員がおられます。ただこれは、条件と

して扶養のデータしかないわけでございますので、仮に女性の職員がおられ

て、男性側の扶養に入られている子供さんを連れてこられるということもあ

ると思うのですが、その数は入っていないのでそこには完全なデータではな

いというふうには思います。 

 それから、その８９名の子供さんがおられる職員がおられて、保育所を利

用するということで、いざというときには利用できるために登録制を持って



おりまして、その登録者数はそのうち６８名が保育所の利用を登録されてお

ります。その６８名の登録者のうち、実際にこの７月に１回でも利用された

方の人数は２６名です。特に、堀議員さんは女性の立場から女性職員の子育

て支援という趣旨でご意見いただいておると思いますので、女性職員でいい

ますと、利用された２６名のうち医師が３名、それから看護師が２３名の合

計２６名となっております。 

 以上が再質問に対するご答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（草間透） 

 蓬萊企業長。 

○企業長（蓬萊務） 

 再質問にお答えいたします。 

 ポイントは、院内保育所に対して必要か必要でないかということであると

思いますけども、これは、社会通念上、医師が働く環境をより改善していく

と、あるいは働きやすい場所をつくるということについては、院内保育所は

あった方がいいというのは当然のことやと思います。 

 ただ問題は、今回、ちょっと答弁の中で質問のあり方についてご理解いた

だいているかどうかということもありますので、少し説明させていただきま

す。今回は、院内保育所を利用されている職員の独自のアンケートです。そ

れがまとめられて、それが院長なり管理者宛てに出てきていると。内部での

改善提案という形の話なのです。これが議会の方の議員さんに情報が流れて、

そういう他意はなかったと思いますが、それをもって政策に対するご質問を

されるということは、悪い言葉で言えば議員の口ききというやつなのです。

これに対して、ここで議会で云々ということは、これはやっぱり適切でない

と考えております。 

 本来ならば、そういうことをやられるのであれば、それぞれのところで職

員の方々が自分たちで調査をしようということで改善案を出して、そして、

これを政策に反映させてほしいということならば、その提案書は誰に出すべ

きなのか。病院長宛てじゃないのですよ。経営者である企業長宛てに出さな

いといかんのですよ。企業長宛てに出たものを、企業長がこれは重要なこと

であると、将来性のこともあると、ならば、それを病院長に指示をして、会

社でいきますと、社長のところへ話があって、その社長は工場長にその指示

をするわけです。というぐあいに、企業長宛てにあったものを、それを病院

長に指示をして、病院長がそれを管理部長その他と連携をとって実働部隊に

ついて検討するということなのです。 

 今回、そういう話ではなくて内部での話の提案の話ですから、それはそこ



で所属長がおるわけです。それにはそれの上司が、担当課長があり、担当部

長がおって、所属長に対して提案して検討していただきたいという内容のも

のと、政策論議を、つまり２つの市でつくったこの予算をどう効果的、効率

的に運営するかという、そのことにこのアンケートを議員さんみずからが担

当から入手されてそれを質問されるということについては、これははっきり

申して大変厳しい言い方をしますと、ルール外なのですよ。ですから、こう

いうことを議会の中で質疑応答されては困りますよと。それならば全議員に、

こういう要望がありました、アンケート結果を皆さんにご提示申し上げます

と。その中で、議員さんの方から、その内容を共通の情報としてつかまれた

上において、議員さんが代表してご質問されるならば問題はないのですよ。

ところが、これはほかの議員さんには何も開示はしていませんし、しかも公

表もしていないということであります。内容を私は言っているのじゃないの

ですよ、内容の是非を言っているのじゃないのです。その質疑、質問のあり

方の方向性について、こういうのは、例えば１つの組織に労働組合がしたも

のを、それをとったものをアンケートを持っていって一議員からしてもらう

というのと同じような形になるわけです。 

 これは、内容は、そういうことじゃなくて他意はなくて今議員さんがおっ

しゃったように、どうやって看護師さんも含めた、あるいは特に医師です、

医師はどうやって働く環境をつくる、特に女性の医師が働きやすい環境にす

るためには院内保育所を充実させていくということについての必要性だけを

お聞きになるならば、アンケートがどうこうとか、ましてそこに、園庭もこ

れはアンケートの中に要望事項で入っているのですよ、そういうようなこと

も。ですから、かなり細かいことの要望書がそのまま直接にそこへ入ってい

るから、これは問題があるからお答えできませんと言っているのです。これ

はご理解いただきたいと思います。 

 ですから、内容についてはここでお答えしようと思ったら幾らでもお答え

できます。でも、そのルールを逸脱するということは、今後のこの議会のあ

りようについて、堅苦しいことを言っているのじゃなしに、トラブルのもと

になりますので、その点は、ですから私はこのことについてはもう既に院長

と話をしました。院長も受けとったので、ああ、これは改善せないかんのか

なと思って相談があったのです。これは待ってくださいと。院長が判断して

やることじゃないのです。これは、議会としてこの病院の経営をやる上でど

う判断するかということを論議する話を、こんな中でやる話を一緒くたにし

てもらったら困るのだということを横野院長にははっきりと申し上げました。

そういうことです。そういうルールについては今後注意しますという回答を



もらっております。その点、ご理解ください。 

 その上であえて申し上げれば、この院内保育所については、先ほど申し上

げたように必要なことは当然のことでありますが、じゃ、それをやるために、

今の建設を、もう１つの建設する中にどういうような設計においてどういう

ようにやっていくか。しかもタイムリーにやらないかんわけです。その辺の

ことは、これは全体でこれから考えていかなあかん話なのです。実は、これ

は政策論議にというのか、予算措置も含めた検討の中にありますので、十分

検討した上において、逆に我々の方からこういうような新しい第２の医療宿

舎をつくりますと、いかがですかと。予算はこうです、内容はこうです、こ

ういうような福祉、福利面も含めた対応ができている、同じ医師宿舎でもこ

ういうふうに内容が変わっているのです、これでいいですか、どうか。この

議論を我々理事者側が提案をして、そして議決いただくと。こういうストー

リーでありますので、ちょっと私、変な答弁になっているのですけど、その

点はご理解いただきたいと思います。その質問があかんということを申し上

げているのじゃないです。これは少しご理解いただきたい。 

 以上でございます。 

○議長（草間透） 

 答弁は終わりました。 

 再々質問ございますか。 

   【「議長、３番」の声あり】 

○議長（草間透） 

 ３番、堀元子議員。 

○３番（堀元子） 

 今の企業長からのお叱りについては自分で反省すべき点は反省させていた

だきたいと思っているのですが、ただ、時間的な問題がございまして、今回

新宿舎の実施設計費５,０００万円というものが上がってございます。それで、

その中で新宿舎の中に例えば新しい保育園を移動して隣の園庭とセットした

ものにしたらどうかということを考えた場合に、実施設計費というのはきょ

う議決されるわけですから、やはりきょうそのお話をさせていただいて、例

えばその中で実施設計費の中で検討課題に加えていただくということは行政

的には手戻りにはなりませんので、それでこの話をさせていただいたのです。 

 この件につきまして、私は検討に値する課題だと思っております。だから、

その点につきまして、もう一度企業長の方にご意見を承りたいと思っており

ます。いかがお考えでしょうか。 

○議長（草間透） 



 蓬萊企業長。 

○企業長（蓬萊務） 

 ですから、先ほども申し上げたように、１つは、研修医がどんどん来てい

る。そして、医師が２４時間体制で仕事をしなきゃならない環境にある。一

刻も早く医師の働きやすい環境をつくるために、まさかこんなことになると

は当初の段階で予測していなかった新たな宿舎をもう１棟つくるということ

になるのです。その１棟を同じ設計の趣向に基づいてやるのかとか、あるい

は管理という、全体の病院の全ての設備を施設を管理するというふうになっ

たり、それから、スピード感を上げようと思ったら、同じような設計でいい

のだったら前回と同じ設計を使ったらいいわけですよ、コストを下げるため

には。いうものとか、いろいろあるのです。 

 その中で、じゃ、今言うたように、もう１つの医師の宿舎の中にあえて院

内保育所をそこに入れるとするならば、抜本的にゼロベースから設計に入ら

ないかんわけです。つまり、時間が今度は非常に長くかかるという問題があ

ります。つまり、見た目は同じでも中身は違うということをどの程度容認し

た形でつくるかということは、これから議論を内部でしなきゃならないと思

うのです。それをした上で皆さんに提案をするわけですから。それは、ひと

つご提案を、質問ではなくて要望をいただいたという形で、となってくると、

アンケートの要望、議員が代弁していただいたということになっちゃうので

すけども。ですから、提案に対する質問じゃなくて要望を出されたというこ

とで、要望はお聞きした上においてどう配慮するかはこちらで判断させいた

だきたいということであります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（草間透） 

 以上で堀議員の質問は終わりました。 

 以上で通告による発言は終わりましたので、これにて質疑及び一般質問を

終結いたします。 

 これより討論に入りますが、討論については、通告がございませんので、

これを終結します。 

 これより、報告第１号の専決処分を承認することについての採決を行いま

す。 

 お諮りします。 

 報告第１号の専決処分を承認することに異議はございませんでしょうか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長（草間透） 



 異議なしと認めます。よって、報告第１号は原案のとおり承認されました。 

 次に、第９号議案及び第１０号議案の補正予算及び第１１号議案の会計決

算について採決を行います。 

 お諮りします。 

 第９号議案から第１１号議案について、原案のとおり可決、認定すること

にご異議はございませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長（草間透） 

 異議なしと認めます。よって、議案第９号から議案第１１号は原案のとお

り可決、認定されました。 

 以上で本日の日程は終わりました。 

 今期定例会に提出されました案件は、ただいま全部議了いたしました。 

＜副企業長挨拶＞ 

○議長（草間透） 

 この際、仲田副企業長の挨拶がございます。 

 仲田副企業長。 

○副企業長（仲田一彦） 

 第１６回企業団議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 本日、議員の皆様方には、終始熱心なご討議をいただき、各議案につきま

して適切なご決定を賜りましたことに、厚く御礼を申し上げる次第でありま

す。 

 本日、ご議論をいただきました地域医療の推進や在宅医療の充実を含む地

域包括ケアシステムの構築に関する課題は、地域全体で議論を深める極めて

重要な課題であり全力で取り組むべきものと考えております。また、来年度

から実施されます新専門医制度につきましては、マグネットホスピタルとし

てより魅力ある病院となる機会と捉え、適切に対応してまいります。そして、

患者満足度を高める取組みや収益確保等による経営基盤の安定に係る取組み

についての貴重なご指摘、ご意見を多くいただきましたので、これらのこと

につきましては十分検討を重ね、より良質な医療の提供につなげてまいりた

いと存じます。 

 今後、高齢化の進展により医療や介護の需要がますます増大する中で、団

塊の世代が全て後期高齢者となる２０２５年に向け、住み慣れた地域で必要

な医療が受けられるよう地域完結型の医療供給体制の構築が進められ、急性

期医療を担う当院への期待はますます高まってまいるものと思います。 



 また、地域医療支援病院として、公開講座などを通じた医療人の育成や地

域住民に向けた出前講座等の機会に地域医療連携の重要性について普及啓発

に努め、圏域における限られた医療資源を有効に活用した効率的な地域医療

の確保に取り組まなければなりません。 

 引き続き、当医療センターが地域の中核病院としての機能を十分に発揮し、

市民医療を確保し、市民の健康と安心・安全な暮らしを創出するため、三木

市、小野市が１つになって病院運営を支え、住民の皆様が誇りに思われる病

院づくりに取り組んでまいりますので、なお一層のご支援を賜りますようお

願いを申し上げます。 

 日中はまだまだ暑い日が続きますが、議員の皆様におかれましては、ます

ますご健勝でさらなるご活躍をされますことをお祈り申し上げまして、閉会

の挨拶とさせていただきます。 

＜閉会＞ 

○議長（草間透） 

 お諮りします。 

 これにて閉会して、ご異議はございませんか。 

   【「異議なし」の声あり】 

○議長（草間透） 

 ご異議なしと認めます。よって、第１６回北播磨総合医療センター企業団

議会定例会はこれをもって閉会いたします。 

＜議長閉会挨拶＞ 

○議長（草間透） 

 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今期定例会に付議されました案件は、専決処分に係る報告と、「北播磨総合

医療センター企業団の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」のほか２件の議案をご審議いただく、大変重要な定

例会でありました。 

 議員各位には、会議中、慎重なるご審議をいただき、適切、妥当なる結論

を得て、ここに滞りなく議了いたしましたことは、企業団の運営のために誠

にご同慶に存じますとともに、各位のご精励に対しまして、衷心より深く感

謝を申し上げる次第でございます。 

 また、企業長をはじめ当局各位におかれましては、誠意ある答弁をいただ

きましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 まだまだ非常に厳しい残暑が続いております。議員各位におかれましても、

くれぐれも健康にご留意いただき、ますますご活躍くださいますとともに、



北播磨総合医療センターのますますの発展をご祈念申し上げ、閉会のご挨拶

といたします。 

 本日は誠にありがとうございました。 

＜閉会＞ 午後５時１２分 




